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開会 午前９時３０分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、御手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  先日に引き続き、順次発言を許します。 

  質問者は質問者席に登壇して、質問を行

ってください。 

  新風会の一般質問を行います。持ち時間

は、質問及び答弁を合わせて５０分としま

す。 

  管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ２番、新風会の管野英美子でございます。 

  議長の御指名を受けましたので、一般質

問をさせていただきます。どうぞ簡潔でわ

かりやすい答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

  まず初めに、ダイオキシン汚染物処理に

ついてです。きのうの竹谷議員の質問で、

町長は早期解決に向けてかたい決意を述べ

られ、私もよかったと思いました。きのう

の竹谷議員、寺脇議員の質問にもありまし

たが、私自身まだ理解できないところがあ

りますので２、３質問をさせていただきま

す。 

  既に、コンクリート固化で無害化されて

いる、大阪府の検査でも安全性が確認され

ている汚染物を完全無害化するということ

ですが、この完全無害化とは具体的にどの

ようなものですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  皆さんおはようございます。 

  管野議員、ちょっと時間をいただいてい

いでしょうか、答弁に。 

  管野議員、平成９年からのは御存じです

ね。平成９年からの流れが１９年間来たと

いうことでございます。皆さんそれぞれ、

いろんな流れの中で誤解を招いている部分

多々あると思います。それは完全に無害化

するということの言葉なんですけれども、

無害化につきましては、私は完全に無害化

できるということは認識しておりません。

がしかし、住民の皆さんがどのように処理

をしていけば理解をしていただけるかとい

うことについて、そういう言葉を使わせて

いただいたということでございます。 

  管野議員も御承知のとおり、昨日も申し

上げました光風台地域で汚染物を置かせて

いただくと言いましたときでも、住民の皆

さんがどのように反応されたか、そしてき

ょう豊能町の土地、双葉保育所、あるいは

前の倉庫、３カ所に置かせていただいてま

すけれども、それにつきましてもやはり地

域の皆さんに相当大きな負担をかけて、そ

して今日まで来ている。この１９年間。た

だ、いろいろさまざまな流れの中でそれぞ

れの首長が努力をしてきた。私も前回です

か、その流れの中で努力をしてまいったつ

もりでございます。がしかし、なお今ここ

に１９８本のドラム缶がこうして３００ト

ンという大きな量になって返ってきてると

いうことでございます。ほなこれをどうす

るのかということを考えますと、やはり議

員の皆さん、もちろん町民の皆さん、そう

いう方々がこれで終わったんだという認識

をしていただくということが私は第一では

ないかという思いでございまして、その方
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法につきましてはまだ先日もお答え申し上

げましたとおりになかなか決めるというと

ころまでは行っておりません。ちょっと時

間もございませんので、今夜、能勢上森町

長と両方でお話をさせていただいて、どの

ような方法でどういうふうに解決していく

かということにつきましては結論を出して

いきたい、このように思っております。こ

の点につきましても、きちっと決まればま

た皆さんに御報告申し上げたい、このよう

に思っております。私の答えは以上でござ

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  住民の中には、完全無害化というのはそ

のものがなくなると思っておられる方がい

ます。いずれの処理にしても、固形、固化

したものを焼却したら、気化しないわけで

すから、今の３１８袋、２４４トンがどれ

くらいになるのか、処理技術方法に違いま

すという組合議会の答弁もありますが、ほ

とんどそのまま残るということですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  この点につきましては組合議会でも申し

上げておりますけれども、量が増える場合

もございます。前回日下町長が処理された

ときも、9,０００トンの量が１万1,０００

トンになったということもございますので、

処理方法によっていろいろと量が増えたり

減ったりするということは変わるというふ

うに思っておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  では今度はお金のことなんですが、大牟

田市での処理で一旦は特別交付税をもらっ

ている仲介業者へ渡った9,０００万は返し

てもらえるかどうかというところですが、

今回の処理もまた特別交付税の対象となる

のですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  特別交付税に関する省令というのがござ

います。そこにはダイオキシン類による環

境汚染の防止及びその除去に要する経費、

このように定められておりまして、このた

び考えております組合のダイオキシンの対

策につきましても、このまま読みますと交

付税の対象となるというふうには考えてお

ります。 

  ただ、今回のケースにつきましては今お

っしゃったように、２７年度既に特別交付

税を受けているということもございますの

で、対象になることイコール交付されると

いうことにはならない問題というふうに考

えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  これ以上のこと、処理方法、処理場所な

ど、本日能勢町長とも話し合いをされると

伺いましたので、次の機会にまたお尋ねし

たいと思います。大牟田市での処理が頓挫

した後、組合議会に何も連絡や相談がなか

ったことがこのような状態を引き起こした

のですから、どうぞ積極的な情報の開示を

お願いしたいと思います。組合議会も、先

日の定例議会の開催の日がやっとホームペ

ージに載り、今後の情報開示をしてくださ

る方向で進んでいるようですので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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  続いて、食育についてお尋ねします。き

のうの竹谷議員の中学校の給食についての

質問でもあったんですが、町長は選挙公約

でも所信表明でも、中学の給食に向けて、

完食に向けてとあります。町長、副町長と

も試食をされたそうですが、大人は食べら

れますよね。また小学校から運ぶ親子方式

について、建築基準法を持ち出してできな

い理由を述べられたような気がします。そ

もそも中学校の給食は橋下知事が給食を提

供しようと実施され、そして大阪市では同

じようにまずい、冷たいということで、平

成３１年度までに全中学校で親子方式や自

校式、学校調理方式に移行するとされてい

ます。既に２７年度２８年度に、トータル

で親子方式２０校、自校式６校が実施され

ています。豊能町ではこの給食導入に、町

負担が2,７００万。食材費だけが自己負担

で、そして毎年約2,７００万円もかかって

います。ネックになっているのが５年契約

です。とても残念ですが、後２年少し、契

約までは後１年ではないですか。この後ど

のようにされるおつもりですか。大阪市の

ように、お金をかけて学校調理方式に移行

されるのですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えさせていただきます。私のぶんは、

私が試食をさせていただいたということの

みにさせていただきたいと思います。私、

公約に出しておりましたとおり、町長に就

任以来、早速にそのお弁当をいただきまし

た。そのときに私が感じたことは、まず野

菜が多いなという感じがございました。し

かしお弁当そのものにつきましては、私は

ちょっと年齢が違いますので、これなら何

とか我慢ができるだろうと、私がいただい

たときにはそのような感じでしたけれども、

ただ問題は冷たい・あったかい、最近にお

きましてはいろいろな流れの中で食品は売

っておられますし、これはやっぱり子ども

たちと私たちの違いだなという思いでいた

だいたというのが私の感想でございます。

がしかし、私たちは子どものころからお弁

当は冷たいものだということで大きくなっ

てきておりますが、しかし今の子どもさん

たちは違うんだと。そうすると今後どうす

ればいいかということにつきましては、教

育委員会とともどもにいろいろと考えてい

かなくてはならないということで、教育長

とお話し合いをさせていただいてるという

ところでございます。基本的には私、前回

ちょうど給食のお話が橋下知事からござい

ました。豊能町は一番遅くなったんです。

ということは４３市町村の中で、その当時

の小川教育長と、何としてもこれは私個人

としては反対だと。がしかし、大阪府がそ

のように申し上げておられますので、やむ

を得ず私たち二人が決定して給食に至った

ということもお伝えして、終わりたいと思

います。以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  私も着任以来、４度にわたってお弁当を

食べさせていただきました。１回は中学校

に出向いて食した後、子どもたちの様子を

見させていただきました。また、あと３回

につきましては教育委員会で食べておりま

す。特に私としては、事務局のほうに一番

残渣の多いものから順に食べたいというこ

とで、まずそういうふうなことで自分が実

体験するということが大事かなというふう

に思っておりました。その感想につきまし

ては、町長と基本的に同じなことでござい
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ます。まず内容については、お米は非常に

おいしかったと思いますし、野菜が多いの

かなというふうには思いましたけれども、

でも子どもたちの健康あるいはカロリーか

ら考えると、１つ大きな重要な要素かなと

いうふうに私は思っておりました。また中

学校あるいは保護者のほうにことし何度か

試食をさせていただきまして、そのアンケ

ートもいただいております。その内容につ

いては、普通以上大変おいしい満足してい

る、それからまあ満足、普通、それからや

や不満足、不満足、という形で出ておりま

すけれども、その内容から見ますと満足と

いうのは結構多うございまして、普通以上

はほぼ８割から９割というふうなデータも

出ております。大人は意外と満足というふ

うな認識を私も持っております。その点子

どもと若干違うということで、当初からア

ンケートをとったときも、子どもは弁当派、

親は普通のこういう給食派というふうに分

かれておったのを私記憶しております。ま

あそういうことからも、若干ずれがあるの

かなというふうに私は思っております。今

回こういうふうなことで、非常に残渣が多

いということは基本的には問題であろうか

なというふうに思っております。しかしこ

のデリバリーについては、先ほど管野議員

がおっしゃったように５年間の契約もござ

います。ここで基本的には残渣を少なくす

るよう努力するというのが、今の当面のこ

とだと思います。ただ今後、その５年間過

ぎました時にどういうふうな対応をするか

というのは、今町長が申し上げましたとお

り教育委員会と十分協議をしてまいりたい

と思っております。以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  私は議会で、導入前の説明の不備や間違

い、消費期限切れの牛乳を飲ませたことが

重大な瑕疵ではない、賞味期限切れだと悲

しい答弁もいただきました。自分が試食し

た皮のかたくなっているシューマイやギョ

ーザ、私は食べられましたが、子どもたち

が食べたか生徒に聞いてみました。やはり

残しましたという答えが多かったんですが、

この問題に取り組んでて、出されたものは

食べましょうと私も思います。少々まずく

ても、思います。残してもいいというそう

いう風潮もありますし、お友達が食べてい

なかったら私もやめとこかっていう、そう

いう時代なのかなとも思っています。子ど

もたちが食べられるのです。子どもたちを

一番に考えてほしいと思います。で、契約

のことなんですが、後２年少しあるといっ

ても、例えば契約するときは１年前とかそ

ういうことであったら、後１年ぐらいしか

ないんじゃないですか。で、町長も入る教

育総合会議というのもこれから何度も開い

ていただいて、お金のことと子どもたちの

ことと両方一遍に考えてほしいなと思って

います。 

  続いて、豊能町内でイノシシや鹿、アラ

イグマなど農作物の被害がたくさん出てい

て、農家の皆さんも苦労しているところで

す。この夏休み中に吉川小学校の田んぼの

一部、光風台小学校の広い畑なんですけど、

ヤーコン以外の野菜、お芋さんとか、イノ

シシの被害で全滅しました。ヤーコンだけ

が残りました。かわいそうに、ことしは焼

き芋パーティーみたいなことができなくな

ったんです。農業は自然との闘いというこ

とはよくわかりますが、これを学習したと

思えばいいんでしょうけれども、学校の中

なんです。緑色の柵が何カ所も切れている

んですね。それを修理しない学校の管理と

いうこと、学校が教育委員会にお金を出し

てと言わないから悪いんではないと思うん
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ですが、教育委員会としてそういう学校管

理をどのようにお考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  今、御指摘の学校のイノシシの件なんで

すが、学校に獣害というんですかね、イノ

シシが出る等の話はもう従来、以前から、

私、東能勢小学校に勤めておりましたら東

能勢小学校は当然のように学校に入ってき

ます。おいしいものをつくれば必ず取られ

るという状況の中で、学校というのは栽培

活動というのをしてきたというのは、自分

でも身をもって知っているところでござい

ます。今回の御指摘の点につきましては、

地域の方の御尽力により学校のフェンスの

修理等一緒にしていただいたということを

聞いて、とてもありがたく感謝していると

ころでございます。別の学校でも、この学

校だけじゃなくって田んぼの稲が荒らされ

るというときには必ず地域の方のお知恵を

いただいて、こういうときにはこういうふ

うな対策するんやでと、こういうふうにし

たら免れるんやでとお知恵をいただきなが

ら、学校の子どもたちが学んできたところ

でございます。 

  で、今回御指摘の学校の管理なんですが、

施設管理というのは学校長に委ねられてお

りまして、教育委員会としましては学校長

の依頼、また学校運営に支障があるという

ときにおきましては教育委員会のほうが修

繕費等の費用を持っておりまして、それを

もとに対応しております。今回の件につき

ましては学校長のほうからはボランティア

の方に御協力いただいたということで、修

繕についての強い要望はなかったので実施

しておりませんが、今後やっぱり子どもの

教育のためにということを一番に考えて、

学校長の要望に添ってまた環境整備は進め

てまいりたいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  きのうの永並議員の質問の中で、テニス

コートのボールの飛び出し防止のネットを

張った、そういう学校の設備、もう一度点

検していただきたいなと要望しておきます。 

  では、３番の教育についてお尋ねします。

教育大綱についてです。平成２６年６月に

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

が一部改正され、平成２７年４月１日に施

行となりました。この改正法では、地方公

共団体の教育、学術及び文化の振興に関す

る総合的な施策の基本方針を、首長が教育

大綱として定めることとされています。私

たち議会では、教育行政に首長が責任を持

つことに疑問がありましたので、議運の決

定を翻してまで、時間を割いてこの問題に

取り組みました。文科省からの通知のコピ

ーもいただき、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律を議員みんなで共有したわ

けです。教育委員の増員も検討の余地があ

りますし、付帯決議もなされましたがまだ

そのままです。 

  さてこの教育大綱、２６年５月から１年

間かけて骨子ができ上りました。そこで町

長にお尋ねします。大綱の作成、完成はい

つになりますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えさせていただきます。教育大綱会

議を１月に開き、そして３月には大綱をお

示しできるように努力してまいりたいと、

このように思っておりますのでよろしくお

願いします。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  教育大綱とインターネットで検索したら、

吹田市・伊丹市・箕面市・神戸市ともう既

にでき上っています。ことし５月の教育総

合会議では、教育委員さんがいつまで骨子

をつくっているみたいな発言もありました。

だから私は６月議会で田中町長に、骨子が

でき上っているのだから、つくりかけたら

どうですかと提案しましたが、新しい町長

が策定するとの答弁をいただきました。た

だ、今できている骨子５項目は田中町長の

お考えのもとで作成されたものです。池田

町長はつくり直すお考えはありませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  精査をさせていただきまして、私は私の

思い、そして教育委員会は教育委員会の思

いで作成をしていきたいと、このように思

っておりますのでよろしくお願いします。

以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  今５つの項目の骨子も、そのままでつく

られるということですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  私も就任以来いろいろと用事がたくさん

ございますのでまだそこまで至っておりま

せんけれども、きちっと整理整頓して教育

委員会と再度協議をし直し、そして３月に

は回答を示したいというように思っており

ますので、よろしくお願いします。以上で

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ダイオキシン対策でお忙しいとは思いま

すが、ぜひ早急につくっていただきたく思

います。 

  続いて、全国学力学習状況調査結果につ

いて、学力のほうは小学校の国語Ｂが全国

平均を少し下回ったようで、教育委員さん

もその授業改善をおっしゃっておられまし

た。やはり本を読んだりすることが減って

いるのではと思ったりしますが、豊能町で

は本のソムリエをつくったり、一生懸命対

策されているのはよくわかります。そして

今後に向けての改善計画、課題の中に教育

委員会会議での議案書、たたき台として示

された中には、眠育という言葉、睡眠の眠

に教育の育という言葉があって、私は大変

驚きました。眠育という言葉、私は知りま

せんでした。検索したらたくさん出てきま

す。今はその眠育という表現は削除され、

早寝早起き朝御飯と表現は変わっています

が、家庭での問題、そのことまでも教育現

場に押しつけているのは、学校支援事業コ

ーディネーターの体験からも感じていると

ころです。以前教育次長に靴が散らかって

いる写真をお見せしたことがありますが、

実際にツーバイツー運動というもの、ゲー

ム・テレビ・携帯・パソコンは２時間まで

とか４項目ありますが、この点について学

校が指導しなければいけない理由、もちろ

ん１時間目から居眠ったはるお子さんも見

かけたことありますが、保護者・地域とど

のように向き合っておられるかお答えくだ

さい。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 



 

 3－10 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。今管野議員がおっしゃっ

たことに対して、私も個人的には非常に同

感しております。本当に学校が箸の上げ下

げまでしていいのかという思いだというふ

うに思っております。ただ教育委員会とい

う立場におきましては、新教育基本法の第

１０条にこのように規定されております。

第１項は、保護者はこの教育に第一義的に

責任を有するものとあり、生活のために必

要な習慣を身につけさせる云々というふう

に、まさしくそのとおりだというふうに思

っております。ただ第２項には、このよう

にも規定されております。国、または地方

自治体は家庭教育の自主性を尊重しつつ、

情報の提供や家庭教育を支援するようにと

規定されております。そういうことから申

しますと、今教育委員会が、あるいは学校

が、家庭のほうにこのようにしてはどうで

すかという情報提供とか御支援することに

ついては、決して間違いではなかろうかな

というふうに思います。その程度の問題に

もあろうかと思います。私どもとしては、

学校教育を効果的に進めていくためには家

庭の教育力の向上も必要不可欠というふう

に考えております。そうしたことから、子

どもたちの生活改善が、いずれは学力の向

上とかそういうものにつながってくるとい

う考えでやっております。以上でございま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  きのういただいた東能勢中学校の学校だ

よりに、家庭でもスマホ・インターネット

の使い方について話し合い、コントロール

する自制心を育んでくださいということが

あります。こういうふうに学校から上手に

発信されているということが、これが豊能

の教育なんだっていうことを痛感します。

ただ私は、先生が壊れてしまわないかなと

いうこと、若い先生が多いのでそういうと

ころで研修とかされているのかお伺いしま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今豊能町は教員も高齢化でして、今これ

から若い先生にかわっていくという時期を

迎えております。で、今、若い先生方に先

輩方が自分たちの力を伝えていくという作

業が、とても学校の中で大事かなと思って

おります。で、そういうことを今学校のほ

うにはお願いしておりまして、いわゆる校

内研修というんですかね、校内の中で先生

方が教え合いをするということを重視して

ほしいということをお願いしております。

ただその一方で、少子化という問題がずっ

と豊能町についてるんですけども、少子化

ということはつまり教員が減るという、学

校に配置される教員が減っておりまして、

その校内での研修さえも難しくなってきて

いるというところがありまして、今教育委

員会が小中一貫教育と言っておりますのは、

そういう教員を育成するという面でもやっ

ぱり小中の連携、教員の連携が大事かなと

思っております。で、具体的に申し上げま

すと、やっぱり教員の指導力というのはさ

まざまな面がございまして、子どもとの関

係また学習指導の面、それから保護者との

関係、また教員同士の中で学校運営の面と

いうようにさまざまな面がありまして、教

育委員会としては夏に大体集中しまして夏

季教職員研修というので、今年度は１０回

程度実施しましたり、学期中にも、放課後

の時間なんですけども学校に寄せていただ

いて、教育委員会が一緒に勉強させてもら
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うような機会をつくって、教員の育成に努

めてまいっているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  続いて、４番の福祉介護施策についてお

尋ねします。９月議会では認知症対策にも

力を入れると１名増員された地域包括支援

センター、保健福祉センターに入ると広い

吹き抜けの空間に、左手に保健福祉課があ

ります。随分奥まっていますし、入ってい

っても何か御用事ですかっていうことも聞

いていただいたことはありません。そして

トイレ、その一番左奥が包括支援センター

です。私は駐車場から、裏から入りますか

らすぐにわかりますが、正面から入ると便

所の２文字、地域包括支援センターの１０

文字、プレートは見えないんです。私目が

悪いということもありますけど、目がよく

ても、１０文字のこんなプレートは見えな

いと思います。これから先も相談が増えて

いくと思われるこの業務、私も９月議会に

申し上げましたけど、認知症のサポーター

に送られてくるオレンジ通信のこの封筒を

切って置いてて、地域包括支援センターに

相談しい、っていうのをこういうのを渡し

ているんです。で、この場所、そしてまた

プライバシー保護のため相談室など、事務

所の設置、もう少し整備されることはでき

ませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。現在の地域包括支援

センターの場所でございますが、場所は非

常に利便性が高い所にあるのかなとは思い

ますが、議員御指摘のように、もう少し住

民といいますか利用の方から、また相談さ

れる方から見やすくならないかという御指

摘についてはそのとおりだと思いますので、

もう少し手前に看板を大きくする、それと

もう一つお答えいたしますが、相談の際の

プライバシーの保護といいますか、それに

ついてはちょっと工夫をいたしまして、ブ

ース等を考慮した対応を検討したいと考え

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ぜひ早急にやってください。 

  第６期の介護保険制度で、要支援１、２

の訪問介護、通所介護が、地域支援に回る

とのことで大変心配しておりました。国の

施策も随分やなと思ったこともありました。

介護予防・日常生活支援総合事業というん

ですね。通告していることは、全員協議会

で詳しい説明をしていただきました。家事

支援の多様な主体の参画が、ゆるりんさ

ん・ゆうあいさん・助け合いネットさんの

３団体、１回当たり1,０００円で自己負担

５００円、町負担、特別会計ですね、５０

０円と統一されたのはいいことだと思いま

す。この団体は介護保険の認定のあるなし

にかかわらず、今まで生活支援をされてい

ます。ただ利用は会員になることを条件と

されていますが、介護保険要支援１、２の

方も利用の際はその団体の会員になること

が必要ですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。１点訂正させてくだ

さい。先ほどの相談の件でございますが、

実は私、認識が間違っておりました。相談

室については、隣接しております社協の事

務所の中に、社協、まあ貸しているわけで
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すが、そこに相談室が２つありまして、そ

こでプライバシーは守られております。訂

正させていただきます。 

  それと先ほどの件でございますが、これ

も全協の際に、私はゆるりんさんであると

かゆうあいさんであるとか、そういう会員

にあるなしにかかわらずサービスは提供さ

れるもの、というふうに明確にお答えした

わけですけれども、現在これ調整中という

ことで、やはり会員になっていただこうか

なという思いもあるようで、現在調整中で

ございますので御理解を賜りたいと思いま

す。 

（発言する者あり） 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  全協の説明がまだ、結果のように言いま

したけれども、訂正させていただいて、今

現在調整中であると。なので結果といたし

ましては、団体の会員とならなければなら

ない場合もあるということでございます。

以上です。訂正させてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  そしたらちょっと、１月に民生委員さん

や地区福祉委員会への説明会というのがあ

るんで、早急に詰めていただけますか、そ

の件は。 

  先ほどの相談室のことなんですけども、

この広い吹き抜けの空間にも机と椅子があ

って、ちょっと私、あそこで相談してはる

ところを、ちょっとのことやからって言っ

てされているところを見たので、やっぱり

お部屋に入っていただきたいと思います。 

  そして時間単価についてなんですが、ゆ

るりんさんは仕事によって６００円から８

００円、ゆうあいさんは４００円、助け合

いネットさんは無料と伺っていますが、要

支援１、２は利用者から町からそれぞれ５

００円もらいはります。ゆうあいさんや助

け合いネットさんは５００円を下回ってい

るので、利用者が５００円負担だと負担増

になりませんか。そのあたりの価格設定は

詰めておられるのですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  現時点でのゆうあいさんが４００円とい

うことで、５００円より下回っておりまし

て、議員御指摘のとおりでございます。な

ので、私が聞き及んでおりますのは、ゆう

あいさんのほうではこの矛盾といいますか

この価格差という、これを解消するために

今検討なさっている、団体内部の中で同額

にするのかしないのかというところもあり

ますけれども、まだ結論が得られておりま

せんので何とも言えませんけれども、そう

いう協議をなさっているように聞き及んで

おりますので、結果として早急になるんで

しょうけれども、まあ同額になるのではと

いう思いもあって、まだ調整中でございま

す。以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  訂正というよりか、明確に答えさせてい

ただきます。先ほどの申し上げたボランテ

ィア団体は５００円と調整が終わりました。

以上です。５００円になります、同額にな

りますということです。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  便乗値上げじゃないですか。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それは受けとめ方だと思います。なぜな

らば、家事援助で同じようなサービスであ

りながら４００円と５００円で、この矛盾

を解消するというのは団体の意思でして、

私どものほうが直接指導するわけではござ

いませんので、どうなさるかということで

まあ同額にすれば矛盾を生じないというこ

とでございますので、そういう結果でござ

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  助け合いネットさん、老人会中心でやっ

てはると思うんですけどこれが無償だとい

うのは聞いてるんですけども、そこのとこ

ろも５００円ということですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  住民主体の助け合いのサービスＢでござ

いますが、助け合いネットさんのほうは無

料ということで会員さんには無料、それで

今回は５００円ということになりますので、

ただ、助け合いネットさんはこの平成２９

年４月からはちょっとその実施が難しいの

ではないかというふうに聞き及んでますの

で、４月からのサービスのＢにつきまして

は、ゆうあいさんとゆるりんさんでまず先

行されるということを聞いております。な

ので助け合いネットは、今ちょっと議論の

対象にはちょっと難しいのかなということ

でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  では、決算特別委員会のときもたくさん

質問が出ました、全協でもちょっと触れま

したが、シルバー人材センターの積極的な

参入はどうなっているのでしょうか。この

問題を最初に質問したとき、一番最初に名

前が挙がったのがシルバー人材センターや

ったと思うんですね。で、ゆるりんさんは

これピンク色やったと思うんです、私はコ

ピーさせてもらったんですけども、この裏

表のチラシでＰＲをされているんですね。

支援する人もされる人もどっちも入ってく

ださいって会員募集をされているんです。

で、そういう努力っていうのはシルバー人

材センターさんにできているのかなと思っ

ているんですが、その点いかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  まことに申しわけないですが、議員御指

摘のとおりでございます。最初この平成２

９年４月以降でございますが、新たな総合

事業が始まるということで、そのときに健

康な高齢者の方が支援の必要な高齢者の方

を支えていくと、そういうストーリーでご

ざいまして、私そのようにお答えさせてい

ただきました。しかしながら、努力が足ら

ないというのはまさにそのとおりだと思い

ますが、実際にその枝の剪定であるとかよ

りは家事援助に重点を置くような移行がな

かなかうまく進まず、会員登録が増えず、

家事援助を主体とするように移行する課題

が解決できず、平成２９年度、次年度です

が、新たな総合事業にシルバー人材が一翼

を担うことができない状況でございます。

しかしながら議員御指摘、またたくさんの

お叱りも受けましたけれども、今後もシル

バー人材は会員数の増加に努力していただ
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いて、何とかその今後の将来の一翼を担っ

ていただくよう、私どものほうも努力した

い、またそういうふうにシルバーには望ん

でおり、また指導もしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  続いて、介護職員の養成についてです。

要介護者の増加、介護職員の減少が今後の

課題です。部長が常々おっしゃっています、

私のおむつを誰がかえる、ということです。

私も身につまされます。同い年ですからね。

で、以前ヘルパー養成講座を町で開催され

たことがあります。今は介護職員初任者研

修というのですね。１０３時間という長丁

場ですが、その講座を実施し、この人員を

確保されるお考えはありませんか。受講は

５、６万の費用がかかりますが、池田や豊

中まで出ないと受講できない。町内でやっ

ていただけると交通費も助かります。１、

２年町内で働いていたらその費用は持って

くださるとか特典をつけていただけるとい

いんですが、研修の講座を持つことはでき

るんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。以前、介護保険制度

が始まる場合にはですが、３級ヘルパーの

養成講座は、町のほうで５０時間という時

間の中で３級ヘルパーは養成いたしました。

そして、それを受けて介護保険が始まった

と承知しております。その当時は市町村で

もそのような要請ができたわけですけれど

も、議員御指摘のように介護職員初任者研

修につきましては１３０時間ということで、

そしてまた介護の人材を養成するというこ

とは、町だけにかかわらず国においても、

府においても、市町村においても将来大き

な課題になっております。したがいまして

今現在ですが、介護職員の初任者研修につ

きましては知事が指定した研修養成機関で

実施することとなり、市町村は知事の指定

を受けることができなくなっておりますの

で、したがいましてその課題につきまして

は、先ほど申し上げた、私どもだけではな

かなか解消できない重い課題だというふう

に思っておりますので、府なりがまた圏域

ごとに介護人材確保に向けての連絡会議を

開催しておりまして、その中で豊能町の事

情も考慮していただき、ともに取り組んで

いくことになろうかと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ぜひ、私たちのおむつをかえる人を人材

育成してください。 

  そしたら５番目の質問ですが、行政防災

無線はあしたの常任委員会で伺います。 

  で、５番目の一番最後の、新光風台４丁

目山側の開発行為地についてお尋ねします。

宅地造成等規制法に基づく是正工事が完了

したと看板が立っていますが、本当に完了

したのですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  新光風台４丁目の上の、ソーラーあると

この件でございますが、確かに業者のほう

がですね、１度完了した旨のような看板を

設置いたしました。町といたしましては是

正工事はまだ全て完了していないというこ

とを思っておりますので、その看板につき

ましても取りかえをさせていただいたとこ

ろでございます。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  取りかえた看板はさらに、宅地造成等規

制法に基づく是正工事完了のお知らせ、と

もっとしっかり書かれているんですけども、

この点はどうお考えですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  看板の中にはですね、宅地造成等規制法

上至らない点はありますが、というような

文言を入れさせております。すなわち宅地

造成規制法上の是正措置が全て完了してい

ない、今後も町といたしましては、その是

正については引き続き指導を行っていく予

定をしておりますので、そこのところは御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ちょっと理解できないんですけども、是

正計画書や是正報告書をちゃんと受理して

はりますよね。全員の判こがあります、町

長まで判こありますが、これを受理するっ

ていうことは工事が完了した町のお墨つき

をもらったと、業者は思われませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  是正計画書についてでございますけれど

も、宅地造成等規制法による指導によりま

して是正計画書を提出させました。その内

容を確認したところ、一部基準に合致しな

い点は認められたんでございますけれども、

前所有者との行為との区別がつきがたいこ

と、また現実的に基準を完全に満たすこと

は難しいと判断した旨で、受理をしたもの

でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  技術基準を満たしていないのに是正工事

完了はないでしょう。違いますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  先ほどから申し上げておりますように、

是正工事は完了したと認識はしておりませ

ん。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ではこの看板の一番最初に、是正工事完

了のお知らせと書いてあります。誰が見て

もここは完了っていうことじゃないですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今上げております看板につきましては、

施工者が上げたものでございます。町とい

たしましては、当然ここは是正工事が完了

していないということを考えておりますの

で、今後、是正工事中であるというような

看板を、町のほうであそこのところに上げ

ていこうというようなことは考えておりま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  それは９月議会に、私が看板を上げてく

ださいと言って調整しますっていう答弁を

いただいたと思うんですけれども、いつま

でにやっていただけます。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今ここで、いつまでにやりますという約

束はできかねます。 

（発言する者あり） 

○建設環境部長（南 正好君） 

  土地は所有者が町ではございません。で

すので、相手の所有地の中に町の看板を立

てるものでございますので、そこの調整が

必要でございますので、今ここでいついつ

までに看板を上げるということは答弁はで

きません。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今のところ看板は行為地の中に立てる予

定をしておりまして、町道に立てる予定を

しておりませんので、そこは業者と調整を

させていただきたいということでございま

す。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  時間がないので要望しておきます。町道

に立ててください。早急に立ててください。

そして７月には建設側、宅造エリアの外周

にはＵ字溝を全て設置してもらうことにな

るとか、宅造の中で素掘りの側溝というの

は認められない、なのでお願いしている。

とにかく素掘りは避けてほしいと指導され

ています。それが豹変して是正工事完了と

なっているのか、Ｕ字溝は入っているのか、

立米ブロックは緊結されているんですか。

で、あの地区の下の住宅地には土砂災害警

戒区域があります。レッドゾーン、イエロ

ーゾーンがたくさんあるところです。この

地図を見てください。この黄色、赤のこの

上のところが工事ですよ。なぜ住民を守っ

ていただけないのか。法律を守らない業者

の味方をするように、私には見えます。是

正報告書を受理するのはやめていただいて、

撤回していただけませんか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  町といたしましては、是正計画書ととも

に誓約書をいただいております。誓約書に

つきましては、今後適切な管理を行ってい

くという内容とともにですね、土地が第三

者に渡った場合には、ここは是正行為中で

あるという旨をつけて第三者に渡すという

ようなことも記載された誓約書をいただい

ておりますので、今後は災害の防止のため

にその誓約書を活用して、見守っていきた

いと考えております。 

（発言する者あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で、新風会の一般質問を終わります。 

  この際、暫時休憩をいたします。再開は

１０時３０分とさせていただきます。１０

時３０分に再開いたします。 

（午前１０時２２分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、公明党の一般質問を行います。 

  持ち時間は、質問及び答弁を合わせて１

００分とします。 

  高橋充德議員を指名いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

６番、公明党の高橋充德でございます。 
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  議長の許可を得ましたので、４点質問書

を出しておりますので、これらについて一

般質問をさせていただきます。 

  町長、副町長におかれましては、久しぶ

りの議会ということで、お疲れのことと思

います。新谷教育長につきましては１０年

ぶりということで若干戸惑いもあるかと思

いますけれども、お疲れも出るころではあ

りますが、しっかりとお願いしたいと思う

んですが、今回は担当部長のほうに直接お

聞きする場面が多いかと思います。しかし

ながら直接お聞きをしなければいけないと

いうところにつきましては、新たな目で懇

切丁寧にお答えを願いますようによろしく

お願いをしておきます。 

  まず１点目でありますけれども、私ちょ

うど２年前の１２月議会から、行政応援団

といいますか、役場応援団をつくってはい

かがですかという提案をさせていただいた

んですが、当時の担当部長のお答えでは、

ボランティアの方々にかなりの御協力をい

ただいておりますということの回答でした。

もう１歩進めてですね、今の時代に合わせ

てスマートフォンを利用したこともできる

んではないかということを提案させていた

だきたいんですが、当時部長のほうからは、

福祉の部門、教育の部門、里山、観光、道

路、公園・道路の清掃、棚田の管理、手話

など、協力をいただいていますと。本来な

らば職員がやらなければいけないことだけ

れども、御支援をいただいておりますとい

う御返答でございました。 

先日道上洋三さんの講演に行ったときで

すね、司会者はうまいですね、どなたです

かと言ったら、私職員です、と言って、職

員さんですか、ぜひ朝日に来てほしいとい

うようなことを、ちらっと言われておりま

した。それともう一つ、手話があったんで

すね。お二人さん交代交代でしていられて、

この方にも道上さんは感心されておりまし

た。豊能町はこれだけボランティアの方が

活躍しているんだなということで、非常に

私もうれしく思った次第でございますが、

ただこれに１つつけ加えて、先ほど言いま

したけれども、インフラの問題解決に向け

てのことであります。職員の目ではなかな

か発見できないことも、住民目線というも

のならば発見できる危険な場所とかところ

とか物とか、そういうものをいち早く行政

としてわかるようなシステムづくりといい

ますか、確認、写真で送ってきてもらうと

いう。ある結構大きな市町村では、もう既

にスマートフォンを利用して写真を撮って

担当部長のほうに送る、そして一覧表をつ

くって、そしてもうスマートフォンですか

ら、場所、どういうふうな状況かわかるん

ですね。そういうふうな事業の立ち上げっ

ていうのをですね、ぜひともひとつ検討し

て進めていただきたいというふうに思うん

ですが、経費的にはそんなにかかる必要な

いと思うんですね。ただ相手の住民の方に

周知徹底しておかないとできないことであ

りますけれども、このスマートフォンによ

る役場応援団といいますか、現場を確認さ

せていただくようなシステムづくりをぜひ

とも進めていただきたいということで、１

点質問を上げさせていただきました。回答

をよろしくお願いいたします。検討するの

かしないのか、よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  スマートフォンを利用しての件でござい

ますけれども、この３月議会にも橋本議員

からも御質問いただいたというふうに認識

しておりまして、そのときもお答えさせて

いただいたんですけれども、年間大体１０
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０件前後のそういうような情報は住民の方

から直接いただいております。町といたし

ましては、町域それほど広うございません

ので、今現在そういうようなメールという

もので、スマートフォンでいただかなくて

も、そういうような電話等で情報をいただ

きまして、対応を今取れてるような状況で

ございますので、今直ちにスマートフォン

を使ってそのような情報のやりとりをする

ようなことについては、考えていないとこ

ろでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  環境部長のお答えなんですけれども、私

も町の中歩いておりましたら結構見つける

んですよね、住民からの情報を直接言って

いただくようにお願いするんですが、とに

かく私のところにしょっちゅうかかってき

て、写真撮って担当の部下に持っていって、

こういう状況ですよ、住所はここです、地

図はここですってことはお知らせするんで

すけれども、住民の方の住所番地聞いて、

場所的なんがなかなか特定が難しいかと思

うんですね。やはり時代の流れといいます

か、やはりこの時代に沿った情報の受け方

っていうのがあると思うんですね。やっぱ

り普及率が高くなっているスマホ、アイフ

ォーン。今あのガラケーにとっても、パカ

ッとあく昔の携帯電話、ガラケーについて

も、今もうスマホの機能を持ったガラケー

が出てるということで、写真撮ってすぐ送

れる。ただ建設現場でなくて、教育現場の

ここが危ないですよというところも情報を

取れるんですよね。だから何も、建設の南

さんとこでやる必要ないと思う。町の中で

どこか一カ所設けて、そこで庁内で情報共

有するということなんですね。だからこの

回答を、総務部長がお答えできるかなとい

うふうに思ったんですが、南環境部長がお

答えになったんですが、こういう全般的な

ことを考えると、一部でなくて、町の全部

を統括する総務部長がお答え願えたと思う

んですが、もう一度総務部長にもお答え、

多分頭の中に入ったと思うので、ひとつよ

ろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指名いただきましたので、お答えさせ

ていただきます。役場全体の役場応援団と

いうようなことでございます。以前にも高

橋議員にお答えさせていただいて、そうい

う応援団は既にボランティアという形であ

ると、先ほどもおっしゃったとおり、その

答弁をさせていただきました。それで実際

に役場応援団というチームを編成しなくて

も、もう既にうちの住民の方々は非常に行

政に協力をしていただく、また教育にも協

力をしていただくということで、非常に御

活躍をいただいているというのはこれ事実

でございます。南部長からも答弁ありまし

たように、不都合がある道路、公園などな

どについては、常々住民の方から直接担当

にふぐあいがありますよというお知らせを

もういただいているというようなことから、

今直ちにそういうチームを立ち上げて窓口

を一本化してというようなことは、検討は

しておりませんけども、今後とも住民の皆

様にはそういう御協力をお願いしたいとい

うふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ボランティア、今住民の協力なしには町

をやっていけない状況にはなりつつあると

いうことなんですが、やはりどこか１本窓
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口的なものがあれば、１番スムーズに行く

んではないかなということがありますんで、

今後の検討課題であろうかと思いますので、

ぜひとも町内で教育の関係、ちょっとみん

なで考えていただきたいというふうに思い

ますんで、これ要望なんですが、町長にも

一つ考えていただくようによろしくお願い

をしておきます。 

  次に移ります。 

  私、数年前から取り組んでほしいという

ふうに訴えてきた空き家対策の問題なんで

すが、まず最初に、来年の３月までとなっ

ている豊能町住宅多様化推進計画策定支援

業務、これについては、プロポーザルで受

けて、株式会社市浦ハウジング＆プランニ

ング大阪支店と協定したということなんで

すが、どこまで進んでおるのか、１年間だ

と思うんですが、確認しておきたいと思い

ますんで、よろしくお願いをいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お尋ねの住宅多様化の推進計画でござい

ますけども、本町には圧倒的に戸建て住宅

が多いということで、住宅の多様性に偏り

があるんではないかというようなことで、

それが若年層が選びにくい、そういう状況

を出しているということを仮定をしまして、

それについては、転出された方とか、町外

にお住まいの方、こういう方々にアンケー

ト調査をいたしまして、また、それと同時

に民間の事業者の方にもヒアリングをいた

しまして、そういう住宅の多様化について、

事業に参画できるかどうか、そういう意向

も確認をしながら、現在、その計画の策定

を進めているというところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  順調に進んでおるようなんで、しっかり

と町の衰退をとめる施策の一環となるよう

な計画を策定してもらうように、もう一度

再度お願いをしときます。 

  ことしの９月に、豊能町住宅流通促進業

務、これも事業者が決定をして、動き出し

ているようにいっております。１２月から

豊能町のある空き家の店舗の中に、事業も

ってやりますよというチラシも出ておりま

す。このプロポーザルの参加業者が残念な

がら１社のみということで、非常に私も残

念に思ったんです。私も本当に空き家につ

いては、空き家バンクをつくりなさいとい

うことで、非常に言ったら、当初、残念な

がら民有とも古い民家つきの農家だけだっ

たんで、普通の一般住宅は入らなかった、

残念だった。これでやっと、一般の空き家

にも手がつけられるという状況になって、

非常に喜んでおるわけですが、聞くところ

によると、競争が本当はあったほうがよか

ったんですけども、競争なしで１社、１事

業者に決まってしまったいうのが本当に残

念なんですが、この後、４年後には、この

業者が自分の独自でやっていかなならん事

業なんです。どんどんふえ続けていく空き

家対策をしてもらわなきゃいけない大事な

事業の一つなんです。まず、新しくできた

豊能町住宅流通促進拠点運営チャレンジシ

ョップというのが今回、１２月からという

ことで、１１月行ったときは何にもなかっ

たんですが、多分できとると思うんですが、

この、現在の進みぐあい確認できたら教え

ていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  住宅流通促進事業でございますけれども、

これも今、議員がおっしゃったとおりの進

みぐあいでございまして、そのチャレンジ

ショップを東ときわ台の空き店舗を利用し

て、その住まいの窓口という格好で開設す

るべく今、準備中でございまして、今月中

には開設ができるというような状況でござ

います。また、業者につきましては、それ

も議員がおっしゃったとおり、プロポーザ

ルで選びまして、ＮＰＯを選定し、連携協

定をことし９月に締結をしたというところ

でございまして、今後につきましては、そ

れも議員が今、おっしゃいましたが、自立

をしていただくということで、その自立化

に向けて町が支援をしていくということを

続けてまいりたいというふうに思っており

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ４年後です、どこまで、その４年後切り

離したときに、どういうふうになんのか、

ちょっと心配な面はあるんですが、昨年の

７月に、大阪の弁護士会が空き家対策プレ

ートチームを結成をしております。大阪の

弁護士会、去年のちょうど１年前の７月で

す。もろもろの問題解決に向けて、相談窓

口を始めておるんですが、先日も各議員宛

てに、皆さん来てると思うんですが、空き

家等実態把握に関するアンケートというの

が送られてきました、弁護士会から。空き

家対策には、それぞれの問題に対処するた

めには、専門家というのが必要なんです。

やはり弁護士会、弁護士っていうのはやっ

ぱり法的なものを、空き家に対するものの

売買、借家、それぞれいっぱいあると思う

んです。専門的な知識を持った人が、必ず

この中に入っていなきゃいけない問題なん

です。 

  そこで、今回の空き家対策には、問題対

処するための専門家が入っておるのかどう

か、ちょっとお聞きをしたいんですが、前

回、このプロポーザルやる前には、専門家

おったと思うんですが、今はちょっとこの

前募集してますという話がちらっとあった

んですが、そういうところに任せていいの

かどうかっていうのはちょっと不安なんで

す。そういうことを、中の構成人員、プロ

ポーザル終わった後のどういう方が構成さ

れて、空き家のプロジェクトチームをこの

チャレンジショップを開設するのかってと

こ、把握してるのかどうか、ちょっと心配

なとこあるんで、そのわかる範囲で、発表

できる範囲で、個人入りますから、発表で

きる範囲内でよろしいですから、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  協定を締結いたしましたＮＰＯには、専

門家というような方はおられません。しか

しながら、住民の方々でそういう意欲のあ

る方々が、そのＮＰＯに参加をなさって、

また空き家の対策が必要であるというよう

な意識をお持ちの方々が、空き家の管理で

すとか、空き家の流通、これらについて活

動していただくということになっておりま

して、今後につきましては、専門家のよう

な方々も探しながら、今、議員もおっしゃ

いましたけども、専門家の方々も探しなが

ら、組織を立ち上げていくというようなこ

とで聞いております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  あと４年後にこの自立するわけですけれ
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ども、あと１年、２年後見て、指導すると

おっしゃいましたので、指導をして、これ

はこのチームでは難しいなという判断され

たときに、どういう措置をするのか、この

点を確認しておきたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町として金銭的な支援、財政支援ができ

るのは、このまち・ひと・しごと創生総合

戦略の交付金があるうちとこのように思っ

ておりますので、議員も御指摘のあと３年、

４年、これぐらいのことでございます。そ

の後は、財政的にも自立をしていただく、

人的にも自立をしていただけたらよいとい

うふうに思っておりまして、そのときは、

団体の自己責任で運営をしていただくとい

うふうに思っておりますので、仮に、その

団体の財政が破綻をするとかいうことにな

ると、撤退なさるのかもわかりませんけど

も、そのＮＰＯは、空き家の対策以外にも

たくさんの活動、幅広くなさっておられて、

会計どのように処理されてるか詳しくは知

りませんが、ＮＰＯ全体の会計としては、

成り立っていくということでプロポーザル

で審査をしたものでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今、部長がお答えいただいたのは、４年、

５年後独立、自身でやり始めたときのこと

をおっしゃいましたけれども、私、質問し

てるのは、来年、行政から事業者を見て、

これはちょっと流通促進するのは難しいな、

ちょっと考えなあかんないうときにどうす

るかということをお聞きをしたんです。ま

だ、ほかにも事業者がおるんであれば、ち

ょっともう一回検討していただく目もある

んではないかということを質問させていた

だいたんですが、その点よろしくお願いし

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  来年、再来年のことでございます。その

うちはまだ町が支援をすると、連携協定で

ございまして、その請負契約ではないわけ

でございまして、町とともにＮＰＯが空き

家の対策をやっていくというようなことと

しておりますので、町が支援していくうち

は頑張っていただくと。ただ、頑張りよう

がこれはどうも町のおんぶにだっこでＮＰ

Ｏさんが頑張ってないなとか、そんなこと

はないとは思うんですけど、もしもそんな

ことになれば、連携協定の打ち切りという

ことは、それはもちろんあると思いますけ

ども、そんなことのないように、町と一緒

にＮＰＯさんには頑張っていただきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ぜひとも、よく指導していただいて、町

の空き家がどんどんどんどんふえていきま

すので、新築になってるとこもありますけ

れども、やはり、町外から人を呼び込んで

これるような、活動ができるように指導を

していただきますように要望しておきます。

よろしくお願いします。 

  次に、健康管理についてですが、特定健

診について、以前にも確認をさせていただ

きました。集団、個別合わせた受診率が、

２１年には４４％、２２年は４３％、２３

年は４4.９％、２４年は４4.２％、２５年

は４5.６％と受診率が半分、受診率伸びて

ないんです。やはり、受診率は伸ばしてほ
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しいような、対策もしてもらわなあかんの

ですが、ことしの数まだ上がってませんけ

ども、中間報告、もしわかりましたら、

何％ぐらい健診案内出したところの受診率、

わかればお答え願えますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  一部不明なところがありまして、なぜな

らばですが、集団は確定しておりますが、

個別は今、現在進行中でございますので、

確定ができないからです。したがいまして、

平成２６年度は集団、個別合わせまして、

４7.１％、そして平成２７年度は個別、集

団合わせて４7.７％ということで、若干増

加しております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  何らかのコマーシャルといいますか、案

内といいますか、努力が見受けられて、ま

だ半分以下なんで残念ですが、どんどんど

んどんやっていただきたいと思います。ち

なみに特定健診、集団健診、個別健診、あ

わせてやるんですが、お金５００円出して

ほかにも検診する、それがきっかけとなっ

て大腸がんが見つかった、よかったですい

う声もお聞きします。これステージ１、２

で助かったと、これが、あと１年放ってお

くともう危なかったという方もこの前話を

２人ほどお聞きしたんですが、非常に大事

な健診です。ぜひとも受診率を高める努力

をやっていただきたいと思うんです。もち

ろん、個人、個人の健康であることが最も

大切なんですけども、町としては住民の健

康を預かるという面もありますので、一つ

御検討をよろしくお願いをいたします。大

病を未然に防ぐというのが大事と思います

んで、これからも努力していただきたいと

思ってます。 

  あと、一つおもしろいことが、いい記事

があったんですけど、岡山の総社市、これ

は条件つき、上限がついたものなんですが、

１年間保険を受けてない人に対して、奨励

金を渡すというようなこと、岡山県やっと

んです。これで、特定健診受診率がどんと

上がったと、国保の１人当たりの医療費も、

県内で最も低くなってる。総社市一番高か

ったんです。１年間健康診断受けてなかっ

たという方に対して、世帯に対して１万円

差し上げますということだったんですけど、

非常に財政的な問題ありますから、これは

難しい問題なんですが、ほかにも物でつる

ということありませんけども、一つ知恵を

出していただいて、やっていただきたいと

いうふうに特定健診についてはよろしくお

願いをいたします。 

  もう一つ、特定健診についてですけども、

何度も若年者にピロリ菌検査を導入せいと

いうことで言ってきました。担当部長から

直接個人の話したときには、もうやめてよ

いう話があるんですが、また特定健診で、

希望者でいいからピロリ菌検査を入れるよ

うに要望していきたいと思うんですが、ま

だ、そのお考えがあるかないか聞いておき

たいと思いますんで、よろしく。若年層を

含めて、大人も含めて、ピロリ菌検査も特

定健診入れるかどうか、これは、よろしく

御検討したこともあると思うんですが、返

事よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  高橋議員からは何度も私は責められてお

りますが、お答えいたします。 

  日本の胃がん対策は、胃のＸ線検査によ
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る胃がん検診が推奨されております。平成

２８年４月１日からは、胃の内視鏡検査に

よる胃がん検診が導入されました。そして、

ピロリ菌検査に関しましては、胃がんの死

亡率の減少効果を示す科学的根拠が十分で

なく、対策型検診、すなわち集団健診でご

ざいますが、対策型検診としての実践は推

奨しない。このように、有効性評価に基づ

く胃がん検診ガイドラインで評価されてお

ります。したがいまして、今後も国の動向

を見守りながら、必要な対応をしてまいり

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  そんな答えだろうなというふうには予想

しておりましたけども、やはり、レントゲ

ンと内視鏡は、発生した時点なんです。ピ

ロリ菌というのは、自分が胸やけするな、

おかしいないうときに、血液検査のときに

検査できる検査なんです。胃カメラとは全

く違ったことなんです。これは全くもって

予防なんです。やはり、こういうことも町

部局と町長も踏まえて、もう一度考えてい

ただきたいというふうに思ってますんで、

よろしくお願いします。何度もピロリ菌検

査を検査を言うてきましたけども、あとも

う一つ血液の検査項目に、いろいろながん

の検査ができるということもありますんで、

つけ加えてもらいたいと思うんです。特定

検診に要するに血をとって、いろんな検査

ができるんです。例えば、男性特有のがん

であるとか、調べる項目いっぱいあるんで

す。調べるにはちょっとお金かかりますけ

ども、一つそういう項目もつけ加えて、が

んに対する対策というのをぜひとも進めて

いただきたい。この項目も検討していただ

きたい。もうきょう、あすって難しいです。

あと１年、２年後でもいいですから、御検

討していただけるかどうか、御返答願いま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  確かにがんマーカーはたくさんございま

す。そしてまた、ある一定の費用もかかり

ます。したがいまして、先ほど議員申され

たように、そのとき、胃の調子が悪いとい

うならば公費で何が何でも厚生労働省が推

奨しない任意性のものまでも、公費で賄う

というのは、今後検討させていただきたい

と存じます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今後検討ですから、住民の健康に対する

ことなんで、ぜひとも検討してもらうよう

によろしくお願いしたいと思いますので、

よろしく頼みます。 

  あと、病気の大半というのは、口から入

るものが多いんです。特に、高齢者にとっ

ては口腔ケア、口の中をケアすることが特

に病気を防ぐのに重大だと言われてます。

初期であれば、簡単な治療で治すことがで

きるとも言われています。徳川時代の１４

代将軍家茂、これは二十で亡くなったんで

すが、この亡くなった原因というのは、虫

歯が原因で亡くなっとんです。この人甘い

物好きだったんですね。甘い物食べ過ぎて、

口のケアできなくて、二十で死んでしまっ

た家茂なんですが。今の口腔ケアというの

を進めていくと、受診される方っていうの

は結構おると思うんです。これもさっき言

ったように、１つ項目つけ加えることにな

るんですけども、口腔ケア検査というのも
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１つつけ加える、これも希望者でいいと思

うんですよ。全員でなくていいんです。私

はちょっと受けとってちょっと予防したい

なという方に、ぜひともできるようなシス

テムをつくっていただきたいと思うんです。

この点、いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  議員おっしゃるとおり、口腔ケアという

のは非常に大事でございます。ましてや、

口の中の不衛生でもって、肺炎で亡くなっ

ていく方々も非常に多いというふうに私も

聞いておりますが、今、現在、豊能町では、

毎年９月から３月までの６カ月に、４０歳

以上の５歳刻みの節目に当たる方に、成人

歯科検診を町内の歯科のクリニックで受け

ていただいております。また、口は実際に、

大事なものと認識はしておりますが、歯磨

き等、個人の努力によってある程度防げる

のも事実でございますので、何が何でも公

費で賄うというのは、それは、私どもとし

ては、非常に苦しいところがあるというこ

とを逆に御理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  公費投入は、財政的に厳しいと思います。

できるのであれば、口腔ケアをしましょう

というね、このようなチラシもつくって、

広報とよのにも載せるとか。広報とよのは

字が細くて、見づらいんです。どこに何書

いてるかわからん。これはちょっと担当部

長にお願いせなあかんです。これ質問して

ませんから言えませんが、もう少し大きい

字にならんかなと。そうすると、もっとお

年寄りもしっかり読むようになると思いま

すので、その中でしっかりと病気に対する

対策についても載せていただきたいと思っ

てますので、よろしくお願いします。 

  あと、がん教育について。これは教育関

係、がんの教育についてですけども、中学

生では保健の授業であるというふうに聞い

てます。特に小学生のころから命の教育と

いうのを行っておけば、身近にいじめとか、

何とかかんとかありますけども、そういっ

た人たちがいれば、また助けになると思い

ます。がんというものに対して、偏見もな

くすということにおいては、小学生のころ

からやはり教育大事だろうなというふうに

思ってます。ある地域で、がんに対する教

育ということで、小学生に対して、医師が

行って、病院の先生が行って、がんに対す

る教育してるところも結構あります。こう

いうことも学校のカリキュラムの中に入れ

て、教育委員会として、ぜひとも推奨して

いただきたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  今、議員の御指摘のとおり小学校、中学

校におきまして、さまざまな取り組みをし

ております。学習指導要領の中でいきます

と、健康教育という範疇がございまして、

３年生から体育の教科の中に、保健という

学習項目がございまして、その中で３、４

年生では健康の大切さを認識するとともに、

健康によい生活について理解できる。 

  それから、５、６年生は病気の予防につ

いて理解できる。がんについては、この部

分がとっても教育の部分で大事だろうとい

うふうに国のほうの答申が出てると思うん

ですが。さらに中学校におきましては、健

康な生活と疾病の予防について、生活習慣
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病についての理解をさらに深めるという感

じの項目となって指導を進めております。

具体的に言いますと、生活習慣病とか、喫

煙教育というのは、大分小学校からも進め

てるんですけど、飲酒、薬物乱用などの行

為があります。 

  教育委員会としての認識としましては、

平成２７年に、がん教育のあり方に関する

検討会というのが、報告書を出されており

ます。これは、がんに対する今、偏見とか

いうお話ありましたけど、正しい理解と予

防について、生活習慣の改善について、教

育すべきであるという方向がありまして、

それをもとに、今年度の４月なんですけど

も、文科省はがん教育推進のための教材と

いうのを作成しております。ただ、現行の

指導要綱におきましては、今、申し上げた

範囲の中で指導を進めているんですけれど

も、がん研究振興団体のこういうものを各

がんについてのパンフレットをつくってお

りまして、これを全中学生、今年度は２年

生対象にということなんですが、配付をさ

せていただきまして、学校のほうとしまし

ては、保健指導等で活用できるいい教材で

あるというふうに聞いております。今後、

多分国のほうがさまざまな部分で教育の中

に取り入れてくるんではないかなと思いま

すので、また子どもたちに正しい知識、理

解をさせていきたいなと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今、次長のお答え、中学生のことでした。

私、小学校にも導入をと、小学校時代から

５年、６年生ぐらいから教育項目に入れて

どうでしょうかっていうことをお聞きをす

ると思うんですが、子どもに対するがん教

育の教育のあり方ってあるんです。その中

に、健康教育の中で、がん教育を推進する

という項目がたしかあるはずです。 

  子ども自体から、子どもの小さいときか

ら本当に身近にそういう方がいっぱいいら

っしゃるんで、そのようながんに対する教

育というのが必要ですよというのが、議論

されておりますので、豊能町の各小学校に

ついては、今、どういう進め方をされてる

のか、そこだけ１点確認させてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  先ほど御説明しましたがん教育の教材と

いう中には、今、議員御指摘のがん患者の

理解と共生とか、周囲の人々の気持ちを考

えてみようという、いわゆる徳育、道徳の

部分の教材も入っておりまして、こういう

ことは、小学生用教材という形になってお

りまして。そういう部分についても今後、

進めていくというふうな国の方針で、こう

いう資料いただいております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  各学校長がつくるカリキュラムの中にも、

教育委員会としても入れたらどうですかと

いう御指導も一つ入れていただきたいと思

ってますんで、よろしくお願いをしときま

す。 

  あと、危機管理についてであります。 

  １点目ですけども、地域防災無線整備事

業についてでありますけども、この点につ

いては補正予算が出ています。特別委員会

でも行うことになっておりますので、今、

聞くよりも特別委員会で聞いたほうがいい

とは思うんですが、どこまで進んでいるか

だけでも。ごめんなさい。総務建設常任委

員会で審議することになっておりますが、

今、どこまで進んでおるかぐらいはお聞き



 

 3－26 

したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  防災行政無線、同報系でございますけど

も、ほぼ設計終わりまして、若干おくれて

おりますが、豪雨等の影響で電波の伝搬調

査がちょっとおくれたので、国と機関との

調整がちょっとできてなかったために、成

果品はできておりませんけども、設計その

ものは終わっております。そういうことか

ら、この議会に補正予算をお願いしており

まして、御決定いただきましたら来年、年

明けにも入札の手続に入りまして、２月に

は開札をし、次の３月の議会には、契約案

件として議会の議決をお願いをしたいとい

うふうに思っております。 

  ２９年度に工事行いまして、３０年度に

は運用を開始するという予定で現在進めて

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  これも順調に進んでおるということで、

一安心はしますけれども、経費は地方債と

いうことなんですね。詳しいことはまた常

任委員会でやるんですけども、これは、社

会資本整備総合交付金の防災安全交付金と

命と暮らしと守るインフラ再構築と生活空

間安全確保を集中的に支援するということ

で、国の２７年度の予算では、１兆９４７

億円ついておったんですが、これが使えな

かったというふうに聞いておりますが、こ

の理由としてはどうなのか、その後の財源

はどうなのかだけ確認しとってください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃいましたとおり、国の２号補正

で、災害対応の強化老朽化対策ということ

で8,０４９億円が計上されまして、そのう

ちの2,５５４億円がおっしゃいました防災

安全交付金でございます。ただ、この交付

金は社会資本整備総合交付金のメニューで

はございますけども、残念ながら平成２７

年４月に制度改正がございまして、この防

災行政無線が対象から外れてしまっており

ます。このたびの補正予算でお願いしてお

りますのは起債でございまして、緊急防

災・減災事業債という起債でございます。

これは、充当率は１００％でございまして、

元利償還に対する交付税措置は７０％とい

うことでございまして、実質７割補助と同

じ効果があるということから、この緊急防

災・減災事業債を財源として、この事業を

行うことといたしました。よろしくお願い

いたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  この件については、常任委員会のほうで

質問させていただきます。 

  あと、総務建設消防常任委員会で視察を

した新光風台から見える吉川地内の太陽光

発電、さっき管野議員からも相当突っ込ん

だ質問ございましたけれども、先ほども南

建設環境部長から回答ありましたが、１１

月中旬には既に運用を開始されております。

７項目にわたる是正を求めて、業者に通達

を出していることに関して、先日、現場を

私見に行ったんですが、確認できたのは是

正項目の４番目の流末の塩ビ管について、

これは確かに塩ビ管あって、排水路に流れ

るようには確認できました。そのほかの６

項目については、中に入ることができない

んで、私有地ですし、カメラついてるし、
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入るなと書いてますんで、これ入れないん

で見えないんですけども、町として確認作

業をやったのかどうか、これだけ確認をし

ておきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  是正内容の確認でございますけれども、

今、おっしゃいました排水関係の部分につ

きまして、外のところがよく見えると、当

然外は見えますが中が見えませんが、素掘

りの側溝がございました。素掘りの側溝に

つきましては横排水の設置と一部地盤改良

による改善、それから場内の流末部分に関

する町道への排水について、配管設備の変

更等が行われておりまして、沈砂池につい

てもしゅんせつがされておりました。のり

面保護につきましては、種子の吹きつけを

行った部分、下のほうの部分ですけれども、

徐々に緑化されておりまして、上ののり面

につきましては、先行しているところが芽

吹いておりますので、今後状況を見て経過

観察をすることとしております。 

  太陽光パネル下の洗掘部分につきまして

は、土の埋め戻し土のうの設置を行ってお

りまして、立米コンクリートについては、

今のところまだ緊結をしておりませんので、

個々の変化、段ずれ異常がないか等定期的

に巡視を行い、異常などが認められた場合

には、速やかに安全な措置を行うこととし

たいと思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  先般、大勢で見せてもらったんですが、

もう一度業者に頼んで是正したところを確

認させてもらうようなことはできるかどう

か、一つお願いしたいと思うんですが、こ

の点いかがでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋議員、総務建設水道の常任委員会で

提出もらったほうがいいと思います。これ

は今、答えてもらいますけど。それがいい

かなと思いますけど。 

○６番（高橋充德君） 

  了解しました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  また議会のほうから現場視察という御要

望がございましたら、業者のほうとは調整

させていただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  時間がなくなってきて、これ聞こうと思

ったんですが、１件だけ。太陽光発電設備

に伴う開発区域の維持管理に関する誓約書

があると思うんですが、これ法的根拠ある

んかどうかだけ確認します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  行為地の利用排水等の維持管理、のり面

保護、地域森林計画の遵守、補植の実施、

保育の管理の実施、権利譲渡地の誓約事項

の継承、梅雨、台風前の事前現場立ち入り

などを盛り込んだ誓約書でございますけれ

ども、あくまでも紳士協定に誓約書はなり

ますので、紳士協定に基づいてお互いこれ

から連絡を密にとりあって、あそこの行為

地が災害が起きないように、維持管理を一

緒にしていくということ、それから第三者

に転売をされた場合にも、その誓約書に基

づいてこういう是正､行為地であるというこ
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とを第三者のほうに伝えるということを、

誓約していただいておりますので、これに

基づき、是正工事が完了していない部分も

含めて、今後もあの施設がある限り、町と

しては指導していきたいと考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時１３分 休憩） 

（午前１１時１４分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  それでは、再開いたします。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  法的根拠も、これもしっかりと指導して

もらいたい。いつ災害起きるかわかりませ

んから、突発的に集中豪雨がくれば、あそ

こ崩れる可能性がある。そうなったときに、

住民の生命、財産、どういうふうに守るか

ってとこなんです。確かに、あそこは民有

地で工事した土地でありますけれども、や

はり指導、監督できるんであれば、しっか

りと指導、監督できるように、頑張ってい

ただくようにお願いしておきます。これは

命にかかわることです。よろしくお願いし

ます。 

  答え済みません。もう時間ないから、次

に行きます。 

  建設のほうでちょっとまた次回聞きます。 

  次に、次世代育成支援、女性活躍推進法

に基づいた計画についてでありますけども、

ことしの５月３１日に、ホームページにア

ップされているのは、以前に確認されてい

る。私、総務部長にお願いをして、ことし

の３月にはつくりなさいと、これは、国に

報告せないかんよいうこと言ってつくった

これもあるんですが、女性職員の課長級が

２9.２％、部長級ゼロということです。こ

の議場に、以前町長が座っておられたとき

には、女性１人ここにおられました。今は、

まだ答弁していただく女性がいないわけな

んです。ですから、早く女性が答弁できる

ような制度を、しっかりと着実に、制度と

いいますか、これは能力の問題ありますけ

ど、能力持った方いっぱいいらっしゃいま

すから、その活躍をする場をぜひとも設け

ていただきたいと思うんですが、この女性

活躍推進法の計画の進みぐあいだけ確認し

ときます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘の計画につきましては、今年度策

定済みでございます。計画期間は平成２８

年度から３２年度までというふうにしてお

りまして、育児休業とりますとか、超過勤

務を縮減することでございますとか、休暇

の取得の促進ですとか、そういうものを盛

り込んだ計画でございまして、計画期間が

今年度から始まったばかりでございまして、

目標年度も平成３２年度というふうに設定

をしておりますことから、これからという

ような状況でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  この計画も着々と進んでいっていただき

たいと思います。 

  町長の所信表明の中に、女性が活躍する

町を目指しますとこういうふうに言われて、

女性活躍推進担当を配置して、女性懇話会

を設置して、女性が活躍できるように進め

ると言われてます。これは多分、町内、町

内外のこと含めて全部言われとんだと思う

んですが、女性活躍推進法もさっきも総務

部長おっしゃったように、４月から完全施

行となっております。これを踏まえて、加

藤勝信女性活躍担当大臣が次のように言っ
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てるんです。女性が不得意な分野なのでは

なくて、機会が提供されていないというこ

となんだと。ダイバーシティ社会、性別、

国籍、年齢、人種、宗教、障害の有無、価

値観、キャリア、経験、働き方にかかわら

ず、多様な個性が発揮できる世の中をつく

ることだというふうにおいて、大臣こうお

っしゃってるんですが、その環境をつくる

ことが大事だということで、多分、町長こ

のことを言われて、今回つくりますよとお

っしゃったと思うんですが、町長が設置し

ようとしている担当配置と懇話会を期待し

たいと思うんですが、どこまで計画段階だ

と思うんですが、どこまで進んでるのかだ

け確認しておきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  女性活躍推進担当、それから女性懇話会、

この２つでございますけども、いずれも平

成２９年度当初に設置したいということで

進めております。女性活躍推進担当につき

ましては、仕事と子育ての両立ということ

で、女性懇話会と連携して仕組みづくりを

していくということ、それから子育てが終

わりまして、時間的な余裕がある女性、こ

ういう方々に活躍をしていただくこととか、

高齢となられた女性が社会でますます活躍

をしていただくこととか、これらのいろい

ろなことをこの担当に進めてもらいたいと

いうふうに思っております。 

  一方の女性懇話会でございますけども、

これは、現在、町内のあらゆる分野でもも

う既に活躍されている方々、これらの方に

来ていただきまして、集まっていただいて、

女性が生き生きと活躍するための、施策の

提言、こういうものをいただきたいという

ふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  これから進めていく事業でありますので、

しっかりした計画を立てて、道筋をつくっ

て、進めていっていただきたいと思ってま

すんで、よろしくお願いします。 

  あと時間がちょっと残ってますんで、子

どもの見守りについてでありますが、東と

きわ台の見守り隊は永谷議員のほうからも

人がおらなって困っとるいう話がありまし

た。高齢化、これが現実なんです。希望ヶ

丘についても同じことが言えるんではない

かと、見守りしていくこと本当にお年寄り

ばっかりなんです。１１月３日に第２回の

全国子ども見守りボランティア協議会とい

うのがあって、大阪大会があって、教育関

係者、ボランティア関係者ぜひ行ってくだ

さいというふうに教育委員会の方お願いを

して、パンフレット二十数枚お配りしたん

です。残念ながら支援課の１名の方のみで、

学校関係者が誰も来てなかった。残念なが

ら。これ第２回なんです。後は、次来年は

名古屋であるんです。大阪もうしばらく来

ません。こういう大事な、安全見守りはボ

ランティアに任せっきりというふうに学校

関係見るとそう思うんです。確かに、学校

内では安全は学校の責任ですと、学校外に

ついては、父兄以後におっしゃって、中学

生については、登校路は自由にやってます。

しかし小学生については、登校路は集団登

校はこの道通ってきなさいと、この班です

よと、こういうふうに分けて指定をしてき

てるわけですから、やはり先生たちも関与

していかないかんと思うんです。以前、校

長先生、学校の先生は、それぞれ来て見守

って挨拶しながら、こうするんだよ、ああ

するんだよ、道歩いたら手つないで歩くん

だよとか、こういう指導をしておった先生
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おったんですが、最近の若い先生は、私、

見守りやってるときも、知らん顔して行く

んです。挨拶もしないで。おはようござい

ますと一言言ったらかわいいんですが、こ

ういうことも、本当にボランティアに任せ

っきりと、学校外のことは知りませんいう

教育多いんです。これじゃいかん。やはり

教育委員会として、学校の先生に対しても、

やはり、子どもたちの安全については、内

外も、確かに、ＰＴＡ父母会等でいって、

１年に１回は家庭訪問があってやるわけで

すけども、やはり、そういった家庭外につ

いても教育の目を、安全の目を配っていた

だきたいと思うんですが、こういうことも

一つ入れてほしいと思うんです。ちょっと

時間ありませんがお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。今、大変見守り隊の件で

御高齢になっておられるということで、心

配になっております。私も、１１月に４小

学校区、見回らせていただきました。本当

にその実態がよくつぶさにわかったところ

でございます。 

  今、議員御指摘のことについては、教育

委員会として十分理解をし、今後、学校支

援地域本部事業をさらに進めて、継続して

できるような形を、ぜひ頑張ってまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  次に、永谷幸弘議員を指名いたします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  こんにちは。議長より発言の許可をいた

だきましたので、３番公明党、永谷幸弘の

一般質問を通告のとおりさせていただきま

す。 

  午前中最後の質問になりますが、最後ま

でよろしくお願いいたします。 

  まず初めに、池田町長におかれましては、

９月の町長選挙に当選されまして、４年ぶ

りに豊能町長に復帰されました。大変おめ

でとうございます。 

  そして、去る１０月１８日には、臨時議

会が開催されまして、池田町長より８つの

約束を基本に所信の一端が述べられました。

８つの約束とは、１つ目、ダイオキシン問

題の解決。２つ目が、国、府、近隣自治体

との連携強化。３つ目が、国道４２３号、

４７７号の整備拡幅。４つ目は、能勢電鉄

ときわ台駅バリアフリー化と駅前整備。５

つ目が、学校教育の充実と中学校給食の改

善。６つ目が、農業振興等と道の駅構想。

７つ目が、女性が活躍するまち。８つ目が

オイスカを活かした国際交流の推進でござ

いました。 

  私はこのほかに、子どもを産みやすく、

また、育てやすい環境づくりも大変重要な

施策であると考えておりますので、この点

も合わせて、これ以後町運営に御尽力され

ますように、よろしくお願いいたします。 

  それではこれより、本題に入らせていた

だきます。 

  本日、私は４点について質問をさせてい

ただきますが、このうち２点につきまして

は、前町長時代の継続質問となりますので、

よろしくお願いいたします。 

  まず、通告書１点目のＢ型肝炎ワクチン

の定期接種について質問をさせていただき

ます。 

  御存じのように、Ｂ型肝炎というのは、

Ｂ型肝炎ウイルスの感染によりまして起こ

る肝臓の病気でございます。 

  Ｂ型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の
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感染で終わる場合と、そのまま感染してる

状態が続いてしまう場合があります。これ

は、一般的にキャリアと呼ばれております。 

  このキャリアになると、慢性肝炎になる

ことがありまして、そのうち、一部の人で

は肝硬変や、肝がんなど、命にかかわる病

気を引き起こすこととなります。しかしな

がら、ワクチンを接種することで、体の中

にＢ型肝炎ウイルスへの抵抗力、免疫はで

きます。免疫ができることで、一過性の肝

炎を予防できるだけでなく、キャリアにな

ることを予防できまして、周りの人への感

染も防ぐことができます。 

  現在、任意接種ワクチンの一つであるＢ

型肝炎ワクチンが、厚生労働省の了承によ

りまして、ことしの４月１日以降に生まれ

たゼロ歳児を対象に、Ｂ型肝炎ワクチンの

定期接種無料化が１０月１日から始まって

おります。 

  そこで、本町におきますこの対象となる、

ことしの４月１日以降に生まれた、ゼロ歳

児の人数について伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  本年４月１日から１１月１日までに生ま

れたゼロ歳児の人数は、３１人でございま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ３１人ということを確認いたしました。

定期接種の対象というのは、１歳未満の乳

児となっておりまして、標準的な接種時期

といいますか、１回目が生後２カ月目、２

回目が３カ月目。３回目が約７カ月から８

カ月であるというふうに言われております。 

  このように、１回目の接種から３回の接

種完了までには、約半年以上かかるという

ことで、以上が必要ということで、特に、

先ほど４月生まれと５月生まれという乳児

に関しましては、この３回の３回目の接種

を完了するための日程的な余裕がないとい

うことで、一つどこの自治体でも問題にな

っております。 

  そこで、本町における先ほど３１人とい

う人数お聞きしましたけれども、４月、５

月に生まれたこの乳児の人数について伺い

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  平成２８年、本年４月に生まれたゼロ歳

児は、ゼロ人。５月生まれのゼロ歳児は５

人でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ４月生まれはゼロ人ということで、５月

生まれが対象になるんですけども、１０月

に例えば５月生まれの方は接種を受けなか

った場合、特に受けられなかった場合なん

ですけども、翌月以降にずれ込みまして、

３回目の接種が生後１歳を超えることが考

えられると、１歳になると基本的に定期接

種無料化の対象から外れます。任意接種に

なりますので、これは、保護者が負担をす

ることになります。Ｂ型肝炎ワクチンの実

費なんですが、病院にもよりますけど、大

体１回当たり6,０００円から8,０００円と

いうことで聞いておりますが、９月の定例

議会におきまして、豊能町といたしまして

は、補正予算の中で予防費といたしまして、
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１４４万5,０００円の推進事業ということ

上がっております。このときは大体６０人

ということで、設定をお聞きしております

けれども、この点について、実質１歳を超

えた場合、町として何らかの方法というか、

考えておられるのか、この点についてお伺

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、１歳になると、定

期接種の対象から外れるという事情が生じ

ます。１０月時点で既に生後５ないし６カ

月が経過しているので、接種日程の管理が

非常に重要となります。 

  本町では保護者の方に対して、予診表で

あるとか、リーフレットを個別に郵送する

とともに、４カ月健診においても接種勧励

を行い、スケジュールの管理が重要である

と行っております。 

  接種状況は、先ほど申し上げたとおり、

４月生まれのゼロ歳児はゼロ人。５月生ま

れのゼロ歳児は５人ということで、接種状

況は５人のうち３人は１回目の接種済み。

その３人のうち１人は２回目の接種も済ん

でおります。残り２人のうち１人は、予防

接種を拒否されておられまして、残り１人

は、町外での接種されてる場合があります。

したがいまして、議員御指摘のことにお答

えいたしますが、幸い本町では、先ほど申

し上げたように４月生まれはなく、５月生

まれのみであることから、予防接種の進行

管理を適正に行えば、４月入るまでに、３

月末ないしは４月中に３回目までの予防接

種を終えることができます。したがいまし

て保健師たちは、母子担当の保健師が、予

防接種の勧励を適切に行ってまいります。

そのようなことがないように進めたいと存

じますが、ただ１点、風邪やインフルエン

ザなどで体調不良があって接種ができない

場合には、その場合には５月に回ってしま

うことが考えられますから、その場合のみ

は自己負担でお願いしたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  スケジュール管理が大事ということで、

大体進んでおります。突然のインフルエン

ザということがあれば、日程的に厳しいと

いうことなんですね。これ、人数的には本

当にわずかな人数で、それを部長のほうか

らは任意接種ということ、自己負担と聞い

たんですけども、やはり定期接種化という

のが子どもにとっては一番大事な、必要不

可欠なワクチンになるというふうに考えて

おりますので、先ほどもございましたスケ

ジュール管理をしっかりしておれば、いけ

る場合もありますけども、突然の場合、イ

ンフルエンザとか、やむなくできない状況

になった場合に、親御さんが実費で払うと

いうことなんですけれども、これはやっぱ

り町として、人数もわずかですから、例え

ば今年度できなくっても、来年度で例えば、

その分だけの補正をとるとか、何らかの柔

軟な対応が必要じゃないかというふうに思

っておりますが、この点についていかがで

すか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  まずは、満１歳になった場合は、確かに

無料で受けることはできません。しかしな

がら先ほど申し上げたように、４月生まれ
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のゼロ歳児はいません。５月生まれの方が

５人ということでございますので、適正に

管理すれば、１カ月の余裕をもって３回目

の接種を終えることができる。 

  例えば、私が申し上げたのは、進行管理

はしっかりいたしますが、ただ、突発的な

家庭の事情なり、その子の健康状態によっ

て、例外的に保護者負担が生じる、その場

合にはお願いしたいと思いますけれども、

まずは私どもは、母子担当保健師の適正な

進行管理でもって全てを救済したいと考え

ておるということでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  それはわかります。わかっておりますけ

ども、それ以上にスケジュール管理は大事

ですが、突然の場合どうしてもできない場

合がでた場合に、町として何らかの救済は

できませんかということを聞いております。 

  町長どうですか、この点について。 

  答弁お願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えをさせていただきたいと思います。

今後検討してまいりたいというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  また３月が近づいたときに、またじっく

りお話しさせていただきます。よろしくお

願いします。 

  時間ございませんので、次に移らさせて

いただきますが。 

  通告書２点目の下水道の維持管理等につ

いて質問いたします。 

  本町の公共下水道事業でございますけれ

ども、昭和５９年１０月１日に、初めて供

用開始しまして、平成４年度には、西地区

全体で公共下水道の供用が始まりました。

引き続き、東地区の整備が進みまして、平

成１６年度にはほぼ既成を見ることになり

まして、現在、下水道普及率は９９％を超

えてるという現状でございます。 

  御存じのように、豊能町の下水の排除方

式は、分留式になっておりまして、汚水と

雨水を別々の環境系統で排除しています。 

  分類式の特徴と申しますのは、雨天時に

汚水を公共用水域に放流することがないの

で、水質汚濁防止上有利であるというふう

に言えます。 

  現在、豊能町の下水道は猪名川流域下水

道に接続されておりまして、豊中市の原田

泉台センター、下水処理場でございますが、

そこで他市町の下水と一緒に処理されまし

て、猪名川に放流されております。 

  そこで本町の公共下水道も、当初供用か

ら約３３年間、ゆうに超えておりますけど、

これまでその下水道、特に管渠に対するそ

れの点検方法です。どういう方法で点検さ

れてるか、あと、点検結果が上がっておれ

ば、答弁をお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  お答えいたします。 

  豊能町の公共下水道は、議員おっしゃっ

たとおり、供用開始から３３年が経過して

おります。下水道設備自体は昭和４０年代

から使用しております。老朽化が進んでい

るというような状況でございます。 

  水道施設の点検状況ですが、ときわ台に
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ございます中継ポンプ場は、維持管理を委

託しておりまして、３６５日、毎日点検を

しております。 

  また、町内に設置しております約５０カ

所のマンホールポンプの設備につきまして

は、場所によりますけども、１年に１回、

もしくは２年に１回の点検、清掃を業者に

委託して行っております。 

  先ほど御質問にございました管渠の点検

でございますけども、汚水管渠につきまし

ては、過去に西地区におきまして、不明水

調査として、平成６年度から平成２０年度

まで老朽化の調査を実施し、その結果に基

づき現在、管渠更生工事を実施していると

ころでございます。 

  また、マンホールのがたつきや、高さの

調整につきましては、職員の巡視点検や、

住民の方からの通報により、建設課や水道

工事で発注します舗装工事に合わせて行う

とともに、池田土木事務所の舗装工事の際

にも施工しております。 

  一方、雨水管渠につきましても、平成１

５年度より点検調査を実施しておりまして、

順次補強を実施しております。 

  あと数年で、ときわ台地区の暗渠の補修

工事を終了する予定でございます。点検結

果、また、補修の後の確認につきましては、

翌年度、また翌々年度に再度確認をして、

その成果を検証してるような状態でござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  管渠につきましては、補修やりながら、

またされてるということで確認しましたけ

れども。あと中継ポンプ等、マンホールポ

ンプなんですけど、あとマンホールポンプ

は１年に１回か、２年に１回に点検という

ことで聞きました。この状況ですね、どう

いう状況か、これについて、もしわかれば

お伺いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  まず、中継ポンプ場でございますけれど

も、中継ポンプ場につきましては、昨年、

一昨年、２年間かけて長寿命化計画を策定

し、ほとんどの機器を更新を行いました。

また、マンホールポンプにつきましては、

絶縁の関係の点検、また量の吸い上げの確

認、そのようなことをさせていただいてお

ります。 

  老朽化しているポンプもたくさんござい

ます。それにつきましては、順次入れかえ

を行ってるというような状況で、点検結果

に基づいて翌年度予算要求をし、更新をし

ていってると。絶縁が悪いところの更新が

ほとんどになりますけれども、順次更新を

かけていってるというような状況でござい

ます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  やはりポンプ関係は大体よくわかるとい

うふうに認識しておりますけども、管渠で

すね、管渠についてはなかなか外から見え

ませんので、方法としてはカメラ等ですね、

やってると思いますけど、補修もあると思

うんですけれども。今後の下水道のあり方

ということで考えていったら、国交省が日

本の水資源の現況という、これ２０１５年

版ですが、よりますと水道料金は過去一貫

して上昇していますと、原因は水道管や浄

水場といった水道施設の老朽化によりまし

て維持管理、更新費用の増大と、その負担
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を支える人口の減少、特に豊能町も人口減

少しておりますので、そうすることが原因

で水道料金が上がると、当然水道料金が上

がれば付随して下水道料金も上がりますの

で、イコールなんですね。戦後の高度経済

成長期から始まった水道の整備というのは、

全国普及率がほぼ１００％に達しておりま

すが、水道管の耐用年数である４０年が過

ぎる中で配水管の腐食により漏水事故が多

発しておりまして、地震に対する耐震性の

低下も深刻になっております。 

  最近でも大阪市ですね、かなり大きな配

水があるんですが、破裂しまして、事故が

起きておりましたけども、特に大阪市は旧

の鋳鉄管が多いということで、かなり今後

また取りかえはしておりますけども、一気

にできないので、多額な金が要りますので、

そういうことで水道については大きな問題

があるかなと思っております。 

  それで、上水道、下水道というのは、

我々町民、住民の健康的な生活を下支えす

るライフラインでございますので、次の世

代へ引き継ぐための取り組みを急がなけれ

ばならないということで、本町の水道事業

は今後平成３１年には企業団への統合が予

定されております。しかし、下水道事業は

引き続き財政力の乏しい本町が中心となっ

て担いまして、地域住民が使用料金を支払

うことで成り立つ独立採算制ということに

なっております。人口減少が進む本町の事

業運営はそのあおりを真正面から受けると

いうことで、大変厳しい状況になるんじゃ

ないかなというふうに推測しております。 

  まずは政府が未来への投資を実現する経

済対策と、そこに盛り込まれた下水道施設

の老朽化対策を着実に遂行することが大事

であるというふうに書いております。 

  先ほどの答弁で現状の豊能、本町の下水

道の状況につきましては、高部長からるる

話が、説明ございましたけれども、インフ

ラの老朽化対策として、やっぱりこの財政

状況が厳しい本町ですね、本町が活路を見

出すのが、やはりいろんな下水道施設を小

まめに修繕して長もちさせる、一般的に予

防保全というふうに言われておりますけれ

ども、その予防保全であることを考えて、

そのための今後、中長期的な計画を実際立

てているのか、この点について伺います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  今、議員がおっしゃっていただいたよう

に、下水道のように、その機能を一時的に

休止することが不可能なインフラ施設の予

防保全が鉄則というようなことで認識して

おります。 

  本町でも、ときわ台中継ポンプ場につき

ましては、先ほども申し上げましたが、長

寿命化計画を策定し、２年間で機器の更新

を実施したところでございます。 

  一方、管渠につきましては、今まで更新

計画を立てておりませんでしたが、平成２

７年度に下水道法が改正されまして、下水

道の持続的な機能を確保するため、計画的

な維持管理を推進する必要があることから、

公共下水道管理者は３年以内に下水道事業

計画に施設の点検方法、頻度を記載しなけ

ればならないということになりました。そ

れを受けまして、本町も平成２７年度に下

水道事業計画の更新を行いまして、マンホ

ールに入っての目視、または管口カメラを

用いた点検を管渠の重要性に応じ、５年か

ら１０年に一度実施する計画を記載したと

ころでございます。 

  この下水道事業計画は下水道法に基づく

計画で、おおむね５年から７年の計画を策

定するもので、定期的に更新を行うことと
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なっております。これに基づいて中長期計

画を立ててるというような状況でございま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  中長期計画を立ててるということでお聞

きしましたが、実際に点検して劣化等がひ

どくて、これは更新せなあかんというとき

に、財政厳しい本町ですので、どうしても

交付税等を活用しなければならないと思う

んですが、財源はどこから持ってくるのか

といえば、国からの補助金、交付税、補助

金といいますかね、頼るしかないんですが、

この国からの補助金等について、具体な下

水道に関するものがあるのかどうか、これ

について伺いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  補助金、交付金の関係ですけども、今ま

で維持管理につきましての補助制度は原則

ございませんでした。平成２７年度の下水

道法改正によりまして、下水道の管理者は

公共下水道の計画的な維持管理を推進する

ことが義務づけられました。これに合わせ

て、国は技術的支援としてストックマネジ

メント実施に関するガイドラインを作成し、

また財政支援としまして、社会資本整備総

合交付金制度のストックとして、ストック

マネジメント支援制度を平成２８年度に創

設しております。 

  この制度はストックマネジメント計画を

策定し、予防保全のための点検調査計画、

改築計画を記載することにより、その点検

調査や改築工事が交付金対象となるもので

ございます。したがいまして、今後このス

トックマネジメント支援制度を活用し、持

続的な機能確保とライフサイクルコストの

低減を図ってまいりたいと考えております。 

  この交付金につきましては２分の１とい

うような状況でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ストックマネジメントということを活用

すれば、補助２分の１ということでいける

ということを聞きましたので、今後、中長

期計画をしっかり持続させながら、この辺

のところをしっかり予防保全をしていって

ほしいと思っております。 

  それで、先ほど３１年に企業団に統合と

いう話しましたけれども、現在、高部長を

中心に上下水道部というのは１２名という

体制でなっておりますが、上水道８名、下

水道の担当は４名ということで業務を相互

に賄っていると。ですから忙しいときは、

そういう上水道、下水道隔たりなく一体と

なってやってるのはどこでもやってること

なんですけども、現状であると思います。 

  今後、上水道が企業団へ統合されますと、

上水道担当職員、８名そのまま企業団職員

となれば、結局下水道は４名しか残らない

と。ですから今までどおり、ちょっと助け

てということはできませんよね。ましてや

聞くところによりますと、現在の上下水道

部の建物に企業団職員が入って、そこに入

ってきますので、下水道の担当職員がどこ

かへ行かざるを得ないというふうに聞いて

おりますが、そういう厳しい状況になりま

すので、下水道担当職員の業務がかなりふ

えるんじゃないかと、４名ではなかなか厳

しいんじゃないかというふうに思っておる

んですけども、この４名の下水道担当職員

で今後の下水道の維持管理業務を賄うこと

ができるのかと、この点について伺いたい

と思います。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  上下水道部の職員でございますけども、

予算ベースで１２人ということで、１人、

一般会計部局で生活排水の部分を持ってい

ただいておりますので、１３人がいてると

いうふうな状況でございます。 

  先ほど議員がおっしゃっていただいたよ

うに、下水道の担当は４人でございます。

特に、維持管理が今ほとんどの業務になっ

ておりますけども、宅内の詰まり、公共ま

すの点検、そういういろんな業務をやって

る中で、１人ではできない、２人でも危な

いと、交通整理なんかも要りますし、そう

いう点検のためには、水道の担当職員が応

援に回るということで、臨機応変な職員配

置をして業務を行っております。 

  ３１年度に企業団に移行するとすれば、

４人の者が残る、生活排水を入れて５人に

なりますけども、残るということで、今ま

でと同じような対応が困難になるような状

況が生まれるように考えております。その

ときには、先ほど議員もおっしゃっていた

だいたように、下水道事業は水道庁舎から

出ていくというような状況になりますんで、

どこかの部なりにつくというようなことで、

機構改革が必要になってくるんではないか

なと、そこの機構改革をした相手方の職員

と共同で今までのような業務を遂行できる

ように組織をつくり上げていくということ

が重要かなというように思います。 

  人数がふやせれば一番いいんですけども、

なかなか財政的には難しいかなというよう

な状況で、機構改革の中で対応をしていく

ということを今後また一般部局と協議をし

てまいります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  やはり機構改革、組織再編ですよね。こ

れをしないとなかなか厳しいと思うんです

が、やっぱり町全体で、やはりその辺のと

ころは考えていかんとあかんと思うんです

けども、人事関係の担当は総務部長だと思

うんですが、部長、そこら辺についてどう

いう考えをお持ちですかね。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、高部長が答弁申し上げましたけども、

やはり機構改革、これによって職員間の横

の連携、こういうことができるような組織

をつくっていきたいというふうには考えて

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ３１年にもう統合されますので、具体に、

いつごろめどに機構改革されるのか。最後、

この点について答弁をお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ３１年統合でございますので、人事異動

の機会は、あと２９年と３０年、２回しか

ございません。したがいまして、次の人事

異動からはそれを見越した人事を行いまし

て、３１年の統合の際には機構改革という

ような形を今考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ありがとうございました。 

  続きまして、通告書３点目の新生児聴覚
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検査の助成について質問いたします。 

  ６月、９月定例会に引き続いての質問と

なりますが、前から言ってますけども、聴

覚障害というのは早期に発見しまして、適

切な療育援助を受けることで、コミュニケ

ーションの形成、また言語発達の面で大き

な効果が得られるというのは事実でござい

ます。 

  ところが、新生児の聴覚検査は任意で不

徹底であるために、発達におくれが生じる

子どもが後を絶たず、問題となっているの

が現状です。 

  国は、ことしの３月に全ての区市町村に

通知を出しておりまして、母子手帳を活用

して新生児聴覚検査の受診状況、受診結果

を確認しまして、検査の受診勧奨と適切な

指導援助を行うこと、また新生児聴覚検査

に係る費用について公費負担を行うこと、

この２点を各自治体に求めております。こ

の新生児聴覚検査は医学的な根拠に基づき

まして、国も先ほど推奨する検査でござい

ますので、生後すぐに難聴を発見して、早

期療育につなげるのが狙いであります。 

  先天性聴覚障害というのがございますが、

耳からの情報に制約があるために、言語発

達がおくれまして、コミュニケーション障

害のほか、情緒面や社会性の発達にも影響

が生じてきます。こうした聴覚障害は、そ

の程度が重度であれば１歳前後で気づかれ

ますけれども、中等度の場合は、言葉のお

くれと思われまして２歳以降に発見される

と。支援開始が３歳あるいはそれ以降にな

ることがあると言われておりますので、し

かしながら、聴覚障害が早期に発見され、

適切な支援が行われれば、聴覚障害による

影響が最小限に抑えられまして、コミュニ

ケーションや言語の発達が促進されまして、

社会参加が容易になるというふうに言われ

ております。したがって、早期に発見して、

早いうちから補聴器や人工内耳などの治療

をすることで、その後の療育にも影響する

ためにとても重要になってくると思ってお

ります。 

  ９月の定例会でこの質問をしたときに、

担当部長のほうから、この本町の取り組み

について、このような答弁がございました。 

  保健師は生後１カ月以内にほぼ１００％

乳児訪問を行っておりまして、早期訪問に

努めていますと。訪問時には赤ちゃんの聞

こえ方や見え方の確認を行っており、数量

的な検査を行うことはありませんが、保護

者から赤ちゃんの聞こえ方に対して課題が

ないのかの聞き取りも行っておりますと。

こうした中から聞こえ方に課題がある場合

には、適切に医療につなげておりますとい

う答弁をいただいております。 

  やはり大事なことは、私も孫ができまし

て、娘にすぐ聞いたんですが、豊中の産婦

人科、生後２日目にやりました。やはり新

生児聴覚検査は生後すぐに難聴を発見する

ことで、先ほど言いましたけど、早期療育

につながりますので、先ほどの部長の答弁

をお話ししましたが、生後１カ月以内の訪

問というのは、なかなか遅いんじゃないか

と。それと、きっちりと機械を使って数量

的に確認しないと、人によって感じが違い

ますので、数量的な検査で判断しないとだ

めだというふうに私は思っております。で

すから、本町の子育て支援策として、また

聴覚検査の実施と検査を受けやすい環境を

つくるために、この新生児聴覚検査につい

て助成制度をぜひとも新設してほしいと思

いますが、この点についていかがですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  確かに議員御指摘のとおり、そういうふ
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うな認識は私どものほうも持っております

が、一方で、前にも申しましたが、４カ月

の健康診査では小児科のお医者さんも同行

してもらって、育児・栄養指導及び母子の

健康の保持・増進を行っており、その際に、

見え方、聞こえ方の早期発見を目的として

母親の悩みの解消にもやっておるわけでご

ざいます。 

  このように、本町では新生児の訪問、先

ほど申されました１カ月が遅いのかという

問題はあろうとも、４カ月健康診査も有効

に機能しているのではないかと、私どもの

ほうは考えております。したがいまして、

現時点では新生児聴覚検査の公費助成は難

しいのではないか、現時点では考えており

ません。そしてまた、この検査は、医療機

関ですが、保健所でもここの医療機関はそ

れを実施し、また実施している医療機関を

保健所でも、まだ現時点で全て把握できて

いないというような状況ですので、もう少

し定着するには時間がかかり、推移を見守

る必要があるのではないかというふうに私

どものほうは考えてるところでございます。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  ４カ月のドクターの関係を聞きましたけ

れども、何もないからいいんですよ、これ

は。何かあった場合にどうするかというこ

となんですよ、そこを考えないと。今は何

もないから大丈夫ですと、じゃあ、あった

ときどうするんかということですね。その

辺をしっかり考えて、町としてやっぱり住

民のことを考えて、やっぱり子どもにとっ

ては大事なことですよ、これからの人生か

かってくることですから、早期発見、早期

治療という、それがどこでもある話です。

ですから、４カ月目云々とか、１カ月おっ

しゃってますけれども、もっと子どものこ

とを考えて、一番大事なことやと思います

ので、いろんな施策がありますが、この点

について町長、どう考えておられますか。

済みません、町長、よろしくお願いします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  突然私に振っていただいてありがとうご

ざいます。 

  非常に難しい問題でございまして、今、

議員のほうからお答えをしろというふうに

聞いたわけでございますけれども、やはり

部長、福祉部長、いろんな形の中で、担当、

いろんな流れの中で、今後、なお検討して

まいりたいというお答えしか出せませんけ

れども、どうかひとつその辺につきまして

は御理解をいただきますように、よろしく

お願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  人数ではかるんじゃないですけども、出

生数少ないですよね、町としても、少ない

出生数の中でこういうことをやはり考える

ことが大事じゃないんかなと、人数が多け

れば多いほど財政も大変ですけれども、一

つの細やかな子どもに対する手だてという

か、それを考えていった場合に、ひとつそ

の辺は大きな観点で考えていってほしいな

と思うんです。町長は検討しますという答

弁でしたけれども、やはりその点も踏まえ

て、教育の町というのはございますが、教

育する前に、子どもを大事にしようという、

そのことが僕は根本やと思いますよ。子ど

もを大事にすることによって教育につなが

っていくというふうに思っておりますので、
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この点もしっかり、町長、今後しっかりと

検討、検討というか、前向きの方向でよろ

しくお願いしたいと思います。 

  じゃあ、続きまして、最後４点目ですが、

防災拠点の耐震化について、これも継続の

質問ですけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

  国土強靭化基本法も６月定例会でもお話

ししましたけれども、これについてはるる

総務部長のほうから話ありました。特に、

平成２８年の熊本の地震におきましては、

防災のかなめとなる防災拠点が大きく損壊

しまして、被災者への対応のおくれが目立

ったと言われております。行政は災害時に

住民を守らなければならないという責任が

あります。また、本町においても本庁舎で

執務中の職員の命を守らなければならない

と、そしていざというときに大切なのは、

とりでとなる本庁舎、ここがあるというこ

とですね。 

  ６月定例会の一般質問で本町の防災拠点

となる本庁舎も耐震基準を満たしていない

ことから、国土交通省の防災安全交付金を

活用しながら、防災拠点等の耐震化を私は

提案しました。総務部長から耐震の現状と

概算費用について答弁がございましたので

紹介させていただきます。 

  総務部長からは、本庁舎につきましては、

昭和４１年の建物と昭和５２年の建物と平

成７年の建物、この３つの建物がこの本庁

舎であるというふうに説明ございました。

このうち、昭和４１年と昭和５２年の建物、

つまりこの本会議場があるこの建物ですね

――と隣の大会議室がある建物については、

耐震診断を行ったところ、基準を満たして

いないと。特に、この議場のある本会議場

はＩｓ値が0.３１と、0.３１というのは倒

壊または崩壊する危険性があるということ

ですね。また、大会議室がある棟につきま

しては、Ｉｓ値が0.２４、この0.２４とい

うのは、倒壊または崩壊する危険性が高い

ということで答弁がございました。 

  また、この２棟を耐震補強しますとどれ

ぐらいの工事費がかかるかということで、

答弁が諸経費等をプラスすると、軽く２億

円は超えて３億円ぐらいかかるんじゃない

かという答弁もございました。 

  あと、財源についてお聞きしまして、財

源につきましては結構な国からの措置があ

るということで、防災安全交付金等もござ

いましたし、あと緊急防災・減災事業等の

中からもございまして、最終的に実質７割

補助ということで聞いたように思っており

ます。この財源を使うと、何とか本庁にお

いても耐震化できるんじゃないかなという

ふうに私は思っておるんですが、しかしな

がら、この４１年建築と５２年建築という

ことで、総務部長のほうから耐震補強する

のがいいのか、建てかえするのがいいのか、

その辺をなかなか厳しい、難しい選択を迫

られるということで答弁ございました。 

  今後、この防災拠点と本庁も含めての整

備・耐震化については検討し、決定してま

いりたいという答弁ございましたので、こ

の状況を踏まえまして、現在のこれに関す

る進捗状況について伺いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃいましたとおり、本庁につきま

しては、もう４０年、５０年経過している

ということでございますので、耐震化の工

事だけでは恐らく済まないであろうという

ふうに思っております。防水工事など、そ

れから空調の工事とか、水回りの工事など

など、全てやっていかなければならないと

いうふうに思っておりまして、そうなると、
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耐震化に合わせてする工事のほうが逆に高

かったりして、莫大な費用がかかるかもし

れないというようなことで、この、今使っ

てる庁舎を耐震化することの、その費用対

効果、これについては疑問が残るというふ

うに思っておりまして、そういうことから

来年度でございますけども、当初予算でそ

の庁舎のあり方といいますか、耐震化をし

た場合でありますとか、建てかえた場合、

移築といいますか、移転をした場合とか、

空き施設を活用した場合とか、いろいろケ

ースは考えられるわけでございますけども、

この本庁のあり方を検討するための予算を

つけまして、そういう業務をしてまいりた

いというふうに思っております。 

  ただ、最後に、議員財源のことをおっし

ゃっておられましたけど、耐震化に対して

の財政支援はございますけども、耐震化以

外の部分、例えば建てかえるとか、屋上防

水をするとか、そういうものには財政支援

がないので、丸々町の単費でやっていかな

ければならない事業でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  来年度予算とっていただいて、るる検討

するということで聞いてまして、２９年度

中にほぼ固まるのかなという感じはしてお

りますが、この点について、最後１点だけ

伺いたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ２９年度当初予算でございますので、２

９年度になりましたら早速に契約をいたし

まして検討を始めたいというふうに思って

おります。その検討結果が２９年度中に出

るかどうかわかりませんが、そのコンサル

業務については２９年度中に全て終え、そ

の後に町としての方針を考えてまいるとい

うことになります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  耐震化は大事ですので、前向きの方向に

しっかり進めていただきたいと思います。 

  これで一般質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で、公明党の一般質問を終わります。 

  この際暫時休憩いたします。 

  再開は１３時、１時といたします。 

（午後０時０８分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、豊鳴クラブの一般質問を行います。

持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０分

とします。 

  井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  皆様こんにちは。本定例会最終質問とな

りました。５番井川佳子、豊鳴クラブでご

ざいます。皆様には、親切丁寧に、私にも

わかるように御答弁いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

  まずもって池田町長、御当選おめでとう

ございます。皆様の期待を御一身にしょい

まして、今とても大変だとは思います。私、

今定例会ではダイオキシンの問題は一言も

触れておりません。というのは、私施設組

合の議員でありますし、また百条委員会の

委員でもございますので、そちらでは一生

懸命頑張っておりますし、また施設組合で

も私が聞きたいことはたっぷり聞かせてい

ただいたので、この時間はほかの大切な時
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間に割かせていただきます。 

  では、車道の整備についてお伺いいたし

ます。 

  池田町長は所信表明の中で、国道４２３

号線と４７７号線の整備拡張をうたってい

らっしゃいます。もちろんこれは大切なこ

となんですけれども、川西市大和団地と光

風台４丁目をつなぐ車道の整備については

どのようにお考えなのでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  今お尋ねの道路ですけれども、川西市で

は都市計画道路見野線に計画決定されてい

る道路のことかと思います。豊能町では都

市計画決定はされておりませんけれども、

今後災害時や新名神高速道路の開通に伴い、

本町から川西市側へのアクセスが現状の４

７７号のみとなることから、道路の必要性

は認識しているところでございます。 

  整備にかかる費用が余りにもちょっと高

額ということで見積もりを今現在している

ところでございまして、今のところ整備は

できないのかなというふうに考えていると

ころでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  できないかなと言いながら見積もってら

っしゃるということなんですけれども、見

積もっていらっしゃるんでしたら、その額

って今出てるんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  普通の開削で、用地を除いて７億5,００

０万はかかるのかなというふうには思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  何をするにもすごくお金はかかります。

でも、４７７号線というのはすごく蛇行し

ておりまして、御存じのとおり、事故も、

たまたま目にしたこともありますし、やは

り１本というのはとても不安が残るところ

でございます。それを池田町長におかれま

しては、近隣自治体とのつながりも大きく

て、私は期待してるんですけれども、どの

ような交渉をですね、やっぱり豊能町だけ

ではだめですよね、川西市の方にも御理解

いただいて進めていかなきゃいけないとこ

ろというのは十分あると思うので、町長に

は御経験もありますし、そのようなところ

はどのようにお考えなんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えをさせていただきます。 

  先ほど建設部長が申しましたとおり、確

かに井川議員のおっしゃるとおりだという

ふうに私も認識しております。せんだって

も、大阪府に要望に参りましたときも、こ

の旨もお伝えして、今後どのように対応す

べきかということについて検討してまいり

たいと、このように考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  このお忙しい中、府にも要望に行ってい

ただいたということで、とても幸先は明る

いなと思っております。御就任すぐに余野

の自治会の皆様の御理解いただいて、済み

ません、先ほどダイオキシンについては一
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言も触れない言うたんですけど、これは池

田町長がすぐに取りかかっていただいて、

住民の御理解をいただいて、２年間の猶予

はできたというところでございます。 

  それから、私たち百条委員会でもしてる

ところではあるんですけれども、町長も町

サイドでということで第三者委員会をお立

ち上げです。このように迅速に対応してい

ただいてる中で、また府にも要望へ行って

いただいたということでございます。今す

ぐ、すぐお答えというわけではないんです

けれども、考えていっていただきたい、お

心にはあるということを認めたので、次へ

行かせていただきます。 

  ときわ台駅のバリアフリー化についてで

ございます。 

  能勢電鉄との勉強会の中で、豊能町の姿

勢を問われております。駅前周辺の再整備

と再開発もあわせて考えるように要求され

ているところでございます。池田町長はど

のような構想をお持ちなんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駅前の状況を鑑みますとにぎわいづくり、

それから同時にときわ台の駅の利用者をふ

やす、こういう対策は必要であるというこ

とから、それを考えるようにという指示は

町長から受けておりますし、またそれとと

もに駅のバリアフリー化、またロータリー

の整備、それと駐輪場の地上化、これらに

ついても検討するようにという指示を町長

から受けております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  ときわ台駅のバリアフリー、なかなかで

きそうでできないというか、とても暗礁に

乗り上げてるのかなと思うんですけれども、

やはり能勢電鉄にも御理解いただいて、町

も頑張っていかなきゃいけない部分がある

と思います。 

  履正社大学ができるというようなことが

あったので、少しは乗降人数がふえるかな

と思われてたんですけれども、やはり大学

の認知というのが難しいということをお聞

きしておりまして、今は専門学校だけにな

っているということで、大学生の方、専門

学生の方のみの乗降人数がふえるという期

待も、ちょっと余り、今のところは難しい

かなというところはあるんですけれども、

このあたりはどのように認識されていると

ころですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  つまりはときわ台駅の乗降客の数をふや

す方策ということになろうかというふうに

思います。やはりそれには交通の結節点と

しての位置づけ、これをしっかりするとい

うことがまず大切かなというふうな思いを

持っておりまして、地域公共交通基本構想

でもうたっておりますけども、箕面森町線、

バスですね。バスをときわ台の駅まで持っ

てくること、これによりまして北急と能勢

電が直接バスでつながるということから、

豊能町にお住まいの方も箕面森町にお住ま

いの方も、ツーウェイで電車に乗ることが

できると。能勢電利用の方も北急利用の方

も双方便利になるというようなことから、

能勢電さんもこれはおっしゃってるんです

けども、そうなると、能勢電としては北急

にお客さんをとられるというおそれは、そ

れはある、あるんだけども逆に豊能町は便

利なところということで、転入者がふえる

であるとか、転出の抑制になる。これも１



 

 3－44 

つ考えられるということから、能勢電さん

は阪急バスと北急にお客さんをとられるか

もしれないけども、人口の増加については、

やはり交通結節点としての位置づけが大事

でしょうねというようなこともおっしゃっ

ておられますので、そのことをまずは進め

たいというふうに思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  私が議員になってから豊能町を取り巻く

環境というのは刻々と変わっております。

箕面森町も今１万のところが2,０００人の

入居とは聞いているんですけれども、やは

り箕面森町の方にも豊能町のときわ台を利

用していただくと、やっぱり乗降人数にも

つながるなというふうに思いますし、また

能勢電を利用しますと、神戸のほうは結構

便利に行けます。また、北大阪急行を利用

しますと、もちろん新大阪や梅田に速く出

れるという利点がございます。そこの中間

にいる豊能町って何て便利なというふうに

なっていくと、またいいなとも思います。

またちょっと、これには載せてませんけど、

もちろん高速道路もまたできますし、ます

ます豊能町を取り巻く環境というのは、暗

い方向ではなく、明るい方向に行っている

んではないかなという気がするんです。 

  具体的に能勢電鉄とのお話し合いの中で、

交通特別委員会の中でお聞きしたんですけ

れども、費用負担割合というところを能勢

電と豊能町と、実際、どういうふうにして

いくかというところを詰めていくことにな

っておりますという話を伺ったと思うんで

すけれども、認識違いでしたら、また訂正

していただいたらいいですし、今の進捗状

況といいますか、それをお知らせください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  交通特別委員会で申し上げておりました

のは、駅のバリアフリー化、これにかかる

費用負担の話を申し上げておりました。現

在は、能勢電さんとは技術的な打ち合わせ

をしております。バリアフリー化といいま

しても、高低差を移動するためのバリアフ

リー化だけではございませんでして、車椅

子対応の改札機が必要でございますとか、

車椅子対応の券売機、発券機ですね、これ

も必要であるとか。例えばスロープとかエ

レベーターとか、それに伴う各種の対応も

必要であると。また、トイレについても障

害者用のトイレが必要であるとか、いろい

ろバリアフリー化については、高低差の解

消以外の費用が要るというようなことを聞

いております。 

  能勢電鉄は、その費用の負担につきまし

て協議をしているところでございますけど

も、町としましては、イニシャルコスト、

これについてはある一定、踏み込んだ判断、

決断、これが必要であろうというふうに思

っております。 

  この負担の方法とか、今後の実際施工す

るときのスキーム――仕組みですけども、

それについても協議をしておりますけども、

現在は来年度の当初予算に設計の相当額な

どを計上していきたいというふうに考えて

ございます。能勢電さんにもその旨お伝え

はしております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、その設計というのは町で見ていこ

うという話になっているということで理解

はよろしいんでしょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駅のバリアフリーでございますので、あ

くまでも施主は能勢電さんでございます。

施主は能勢電さんでございますから、例え

ばコンサルに発注する業務等も能勢電さん

にしていただかなければいけませんし、そ

のバリアフリーの工事そのものも、当然、

能勢電さんにしていただくということにな

りますが、そのコストについて、豊能町が

一定負担するというような考え方をしてい

るという意味でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  わかりました。そのようなコストの一部

負担ということで承りましたけれども、そ

の負担割合というのを今話しているところ

と、交通特別委員会では聞いたんですけど、

それについてはまだ決着はないんでしょう

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  町長から御指示をいただいておりますの

は、とりあえず来年度予算のことでござい

ます。来年度予算について設計等、ひょっ

としたらボーリング調査など、そういう調

査費も必要というふうに思っておりますけ

ども、それらについては町が負担をすると

いう方向で検討するように指示を受けてお

ります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  指示を町長からいうたら、だから町長の

気持ちはその方向だということで承りまし

た。いろいろとお忙しい中、もうどんどん

と進めてらっしゃるなという印象でござい

ます。 

  では、次に行かせていただきます。 

  永寿荘の運営についてでございます。 

  私ここに立ちまして、済みません、もう

４回目ぐらいかもしれないんですけれども、

前田中町長に聞いても、余り、何というん

ですか、最後一歩が詰めれないというか、

御決断をいただけないというところがちょ

っと、そこがあったような気がするんです。

いろんな、いい面ももちろんあったんです。

ここで批判するつもりは毛頭ないんですけ

れども。 

  それで、また改めまして池田新町長にな

ったというところで、永寿荘の運営につい

て、今ここに載せさせていただいてるので

ございます。 

  平成２７年度決算では３億９４０万円の

黒字となっております。でも、やはりぬか

喜びしていてはいけないのですよね。しか

しながら、自主財源の割合は前年度より3.

９％の減となっておりまして、３8.６％と

なります。国や府の支出金による依存財源

の割合がますます大きくなっている状況な

のです。 

  池田町長のおっしゃられる身の丈に合っ

た行政運営というのはとても理解できます。

でも、この財政健全化プランというのをお

残しになりまして、田中町長もそれについ

ていろいろ考えてされてはいたんです。そ

この中に挙げられている永寿荘自主運営な

んですけれども、そもそも西地区の豊寿荘、

それから東地区にある永寿荘と、施設的に

は２つあるよということにはなってはいる

んです。これを１つにしようという発想の

もと、この財政健全化プランというのは生

まれてきたのかなと思ったりするんです。

いろいろ政務活動費というのを使いまして、

施設はどうあるべきかとかいうような勉強
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会も大学の先生に伺ったりするんですけれ

ども、そこの中で、やはり施設を考えてい

くときに、たくさんあるものを１個に統合

していったらいいとかね、いう案をいただ

いたわけで、そういう発想のもと、ひょっ

としたら豊寿荘と永寿荘を１つにまとめた

らというもとで、これ生まれてきたのかな

という気がしたんですけど、そこのところ

お尋ねしたいと思います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  財政健全化推進プランが立案された時点

では、永寿荘の年間利用者は非常に少ない

といいますかね、漸減しておるような状態

でございまして、そして、そういうことか

ら運営形態を見直してはどうか、そして財

政効果を生み出してはどうかということで

上げられたものです。 

  また、議員のおっしゃるように、将来の

豊能町を見込んだときに、身の丈に合った

施設の数にする、そういう視点もあったか

と思います。その後なのですが、いろいろ

な取り組みの中で、老人福祉センターの利

用者が増加している傾向にあることから、

今後も東地区にはそういった施設が必要な

のではないかというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  ありがとうございます。 

  いいことかどうかよくわからないんです

けど、でもやはり私たちね、いずれは年と

ります。もうすぐしたら、私ども後期高齢

者というのがちらちら見えてはいますよね。 

（発言する者あり） 

○５番（井川佳子君） 

  まだですか、ありがとうございます。 

  とにかく人は老いるもんです。その計画

を今のうちにやっとかないと、あのときし

とけばよかったというのは、今はもう二度

とやってこないんですよ。 

  なので、思います。今も増加してますよ

ということ、ほんとそうだと思います。公

民館、中央公民館の前で老人会の方たち、

ハイキングの何か企画がありまして、いら

っしゃったんです。そのときに、たまたま

私が通りかかったときに、実はこんな話が

ありましてっていう話を聞いたのが、この

質問の発端であります。私たちに任せてと

言われても、やっぱり利用はしたいけど、

そこはちょっとしんどいなというのは、多

分ね、町老連の方々の本音なんではないか

と、何とかしてくれと言われたのがこの発

端なんですね。 

  調べましたら、永寿荘を自主運営して生

まれるお金、それを４００万円なんです、

費用対効果で上げてはるのはね。一方、豊

寿荘のお風呂のサービスに要する経費、今

３４８万円程度と、前回の定例会で御回答

いただいたところなんです。 

  また、平成２６年１２月１９日、豊寿荘

発表では、現在、お風呂のサービスを提供

している女子の浴槽が１９時間後には６セ

ンチも水位が下がっている、漏水調査結果

が見られるところなんですね。実際、豊寿

荘のお風呂を利用されてる方って、男女合

わせて５０名ぐらいという調査もさせてい

ただいてるところなんですけれども、今、

東地区には永寿荘が必要やと、今おっしゃ

っていただきました。永寿荘の存続を考え

まして、町老連との話し合いのさなかと伺

ってはいるんですけれども、ここで、前回

も提案させていただきましたが、はっきり

と申し上げます。豊寿荘のお風呂のサービ
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スを停止して、その財源を永寿荘の運営も

町営で見ていただけないかということを前

回も田中町長に言ったわけです。全然要領

を得ない回答で私はちょっとがっかりして

るんです。ぜひ新町長、池田町長に町老連

の方々のお気持ちも多分察していただける

かなと思うので、やはり高齢化社会を迎え

るに当たりまして、お年寄りの方々が気軽

に集える場所というのは、今おっしゃって

いただいたように、東西地区に町営で置く

ことは必要だと思います。健康寿命を延ば

す、要支援１にもならない、その一歩手前

の予防の施策を伸ばすためにも、ぜひこれ

には取り組んでいただいて、よっしゃ、わ

かった、わしに任しとけと池田町長に言っ

てほしいんですけど、いかがでございまし

ょうか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えをさせていただきます。 

  私は間違いなく後期高齢者でございます。

皆さんとは違いまして、少し大きいわけで

ございますけれども、井川議員の今御質問

に対しまして、おっしゃることにつきまし

ては、私も理解をしてるというところでご

ざいます。 

  今、木田部長とも、この問題につきまし

ては、前回からいろいろと話をさせていた

だいております。豊寿荘、永寿荘につきま

して、今後の対応につきましては、なお一

層、もう一度調べ直して考えていかなくて

はならない部分もあるのではないかという、

私には気持ちがございます。できるだけ存

続をしていくように、今後とも努力してま

いりたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  財政再建プランには廃止と書いてあった

んですけど、でも存続はというのは、今す

ごくお約束いただいたのはそうだと思うん

です。でも、私が言ってるのは、ただの存

続ではなく、町営で運営していただきたい

ということをお願いしたいんですけれども、

これについてはいかがでございますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  お答えをさせていただきます。 

  存続ということにつきましては、全協で、

あるいは御説明を申し上げましたとおり、

今まで少人数の老人クラブの皆さんの送迎

バス、これを大きいほうにしなさいと言っ

たのも私、非常に木田部長におしかりを受

けたんですけども、議員の皆さんには私が

謝罪するということでお話をしてまいりま

した。そういう流れの中で今日、存続をし

ていく方向に向かって進んでいくというこ

とを御理解のほど、よろしくお願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  存続をする方向の中の選択肢に、私が申

し上げてるようなことも考えていただいて、

よりよい答えへと導いていただきたいと思

います。 

  では、次に移らせていただきます。 

  中学校給食の改善についてでございます。 

  平成２８年８月に出された、済みません、

これそのまま全部池田町長の所信表明、こ

こへ書かせてもらってまして、ごめんなさ
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いね、済みません。さも自分が調べてきた

ような、違うんです、実は池田町長の所信

表明に書かれてるんで、今読ませていただ

きますね。 

  平成２８年８月に出された平成２７年度

報告書によりますと、給食の残渣率は、お

いしいと――私いただいてるんですよ、豊

能町産米、ずっとここに住んでいただいて

おります。おいしいんです――の、その豊

能町産米の御飯ででも２9．２％ございまし

て、残念です。おかずは４0．８％、汁物は

５2.８％となっていますというふうに書か

れてまして、中学校給食の導入は、私的に

は給食格差がなくなってよかったなとは思

ってはいるんです。例えば、うちの息子は

２６歳になる、この子が東能勢中学校にい

たときには、クラスに１人、２人はお弁当

を持ってこない人がいました。その人は、

親にお金をもらってるんです。でもやっぱ

り、時間とかで買いに行きたくないのか、

買わないんですって、俺は食べへんて言わ

はるらしいんですけど、やっぱりそこは子

どもたち、小さいときから一緒に育ってき

た子どもたちですので、みんなで御飯やお

かずを、お弁当のふたの上にてんこ盛りに

なって、結局はその子が一番たくさん食べ

れるという、そういう光景がある、お母さ

ん、もう詰めれんぐらい御飯いっぱい詰め

てやいうて、それでおかずもいっぱい入れ

てと言うから、ほんなら私はもうおにぎり

１個とか、２つとか、お弁当以外に２つ持

たせたりしたんですよね。それがいいか悪

いかというのは別としまして、やっぱりそ

ういう家庭環境と言ってしまったら嫌なん

ですけど、そういうお子さんもいたわけで、

それが今、大阪府知事の旗振りのもととい

うのか、よくわからないんですが、こうい

う制度ができました。で、昼食格差という

のがなくなったというのは、とてもいい面

だとは思うんです。 

  でも、所信表明でも書かれてるような残

渣率があるというのは、結構高いというと

ころがとても残念なことに思います。私が

子どものころは、親が厳しくて残したらあ

かん、お百姓さんが一生懸命つくってるん

やいうて、お茶わんについてる御飯粒もし

っかりいただきました。残すということに

対しての罪悪感というのは、私、古い人間

なのかもしれませんけど、一応持っており

ます。 

  また、お茶の世界でも、その方が心を込

めてたてていただいたお茶を一滴も残さな

いように、最後にスッスッと音を立てて、

行儀が悪いって言わないんです、それを。

スッスッと音を立てて、最後の一服までい

ただくというお気持ちが日本伝統文化の中

で息づいてるわけなんです。 

  なのに、この残渣率があるということは、

とても残念に思うんです。もちろん、取り

組んではいただいております。大分前にな

りまして、前回質問させていただいたとき

も、子どもたちにもアンケートをとってメ

ニューを改善するよというお話もいただい

ておりますし、でもこの所信表明の中でも、

町長も問題視されておりまして、改善につ

いて取り組むというお考えをいただいてい

るところでございます。 

  どのようなメンバーでこういうお話を進

めていかれるおつもりなのか聞きたいと思

います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今、井川議員がおっしゃったように、給

食については、残さず食べようというのは、

私も学校時代、小学校におりましたけれど
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も、そのような指導をしてまいりました。

基本的にはそれがいいんではないかなと、

私も基本的には思っています。 

  ただ、現実として中学校給食において残

渣が残ってるということで、町長のほうか

らも、この残渣が多い点、何らかの工夫改

善をしなさいという指示を既に受けており

ます。その点につきまして、現在、今教育

委員会で検討をしております。 

  前の答弁にもありますように、先ほど次

長が説明したようなことを今現在考えてお

ります。 

  ただ、全面見直しとか、そういう点につ

いてはまだ、まずは工夫改善をせよという

ことでございますので、その点について力

を注いでまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  それをどのようなメンバーで話し合われ

るおつもりですかと私は聞いたつもりなん

ですけれども、ごめんなさい。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。 

  まずは、教育委員会内部のところで検討

をさせていただきたいと思っております。 

  ただ、中学校給食発足当時から中学校給

食会というのがございます。両中学校の校

長先生、それから給食担当者、それからＰ

ＴＡの役員、栄養士、給食担当課長とか、

そういうメンバーで構成されておりまして、

年何回か議論をしたり、意見を交換したり

しております。そういうところとか、ある

いは喫食会もやっておりますので、そうい

う方々のアンケート並びに御意見も聞かせ

ていただきながら進めてまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  子どもたちにはどのような対応で、例え

ばアンケートだけなのか、あるいはそうい

う話し合いの場を持ってみるとかいうこと

もあるんではないですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  やはりこの今教育長が申しました中学校

給食会におきましても、子どものアンケー

ト、多分９月議会のときにお話しさせてい

ただいたと思うんですけども、子どものア

ンケートについても議題として載せました。

ただ、子どもにアンケートをとるというの

は、なかなか意図が伝わりにくかったり、

その聞き方というのは難しいなということ

で、今預かりというんですかね、再度また

案を考えるようにということで今いただい

てるところなんですが、以前、生徒会の子

どもたちが自分たちの給食ということにつ

いて議論しました。それを校長を通じてい

ただきまして、今回、春から実施しており

ます汁物をやめてという、メニュー変更の

ところに、子どもたちはふりかけをつけて

ほしいとか、いろいろな御意見を子どもた

ちからもいただきましたので、それも含め

て検討課題にして改善してるところです。

だから、いろんなところで聞いていきたい

なというふうには思っております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  子どもたちに意見を聞いて、それを丸々
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反映させろと私は言ってるわけではなくて、

やはり子どもたちに口に合うおいしい給食

と、食育として、こういう栄養を食べてほ

しいなとか、こういう食べ物を食べてほし

いなというのは、やっぱり合わない部分も

あるとは思うんです。なので、残渣率とい

うのもしようがない部分もあるのかなとは

思うんです。私も一度は工場へ行って、議

員団と一緒に給食いただきましたし、また

中学校でどのような状態でお弁当が届けら

れてるのかというのも知りたくて、福祉教

育消防常任委員会でも中学校で給食をいた

だいたという経験もございます。やはりお

かずが冷たいというのが、ちょっと残念な

ところかなとは思ってるんですね。食中毒

対策なのかなとは思うんですけれども、は

っきり言いまして、例えば駅弁を食べた、

あの駅弁もそんなに冷たいかなという印象

はないんです。そこまで冷たくないよと、

その兼ね合いがとても難しいとは思うんで

すけどね、一体、そのあたりはどういう感

じなんでしょうかね、済みません。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  導入当時、豊能町は、先ほど町長の御答

弁にもありましたけども、若干おくれて実

施したということで、先行事例がございま

した。というのは他市町で既に、やはり同

じ状況で同じような給食を出されている中

で、やはり今言われたように、とても冷た

いという状況があったというのを調査の中

で知りました。その中で、教育委員会もス

チームコンベクションいうてあるんです、

そのお弁当を温めるという、そういうこと

の導入はどうだろうか、また前日の御質問

であった親子方式はどうなのかとかいうよ

うな、全部試算とかいろいろ検討したんで

すが、その中で財政状況やいろんなことの

中で、現在のデリバリー方式を選んだとい

う形になっております。 

  ですから、なかなか議員の言われるよう

に、子どもたちがやっぱりおいしいと、食

育もかなったというのはあるんですけども、

なかなか難しかったなというのがお返事で

ございます。 

  基本的に食中毒を防ぐということで低い

温度にしてるんですけども、そこはどこで

起こるかといいますと、つくったところか

ら下がっていく、温度がだんだん下がって

いく途中の温度で食中毒が発生するという

ことで、それを防ぐために業者は急激に冷

やすそうです。その途中の時間が長いと食

中毒が発生することがあるので、いわゆる

つくったもの、温かいものをすぐ冷蔵庫に

入れて、どんと温度を下げて、２０度まで

下げてから発送してくるということで、そ

うなりますと、４０度とか６０度とか、食

中毒が発生しやすい温度帯を避けることが

できるということになっておりまして、温

かいまま持ってきますと、学校でどんどん

どんどんその温度が経過になって、食中毒

が発生するということでございます。だか

ら、学校に戻ってきたときには、そんなに

凍った状態とか、そういうことじゃなくて、

常温のお弁当のような形にはなってると思

うんですが、なかなか小学校給食と比べる

と、やはり冷たいという印象があるのかも

しれません。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  ちょうど中学校に給食を導入するという

ときに私も議員をしておりまして、親子方

式にならないのかとか、ここに立って質問

させていただいたわけなのです。工場にな
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るとか、いろいろ説明を受けました。デリ

バリーになったわけなんですけれども、残

渣率をやっぱり改善していきたいという町

長のお気持ちも本当にわかります。健康を

損なうような給食であっては、また反対な

意味で大変なことですしね、また生徒会の

意見を聞いて、汁物をやめて、その分ふり

かけや納豆にしたというのも、先日来から

聞いていることですしね。少しずつは、も

ちろん改善はされてはいらっしゃるとは思

うんですけれども、予算の面もあるでしょ

うけれど、もう一回学校で温め直したらど

うかなと思いまして、そのようなことも検

討会の中で、そういう機械も要るわけです。

そういう話もまたしていただきたいなとい

うふうには思うんですけれども、給食の完

食に向けて、そのような方策も考えていら

っしゃるんですかね、ほかでもいいですし、

どのような方策を考えていらっしゃいます

か。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  やはり子どもたちが導入した当時――３

年前ですね――からの異物混入であります

とか、そういう部分で子どもたちが、給食

に対していい印象を持っていないというん

ですかね、それをやはり改善していくこと

が１つかなと。学校のほうでは食育を進め

てるんですけど、なかなかそれが浸透しな

いということがありまして、子どもたちに、

やはり教育委員会もみんなで給食を大事に

してるということをメッセージ伝えるため

には、やっぱりメニューの改善とか、少し

何か子どもが好むものを何か足してあげれ

ないかなと。先日お答えしたんですけど、

パンを１回導入してみるとか。季節に合っ

たような、小学校でしたら季節に合ったよ

うなおまんじゅうがついたりとかね、いろ

いろとあるんです。そんなことをしながら

子どもたちが、きょうはいいもんついたな

とか思いながら、給食への印象が変わるよ

うなことも１つの方法かなというふうに考

えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  親子方式の給食ですと、やっぱり配膳と

いうのがありまして、子どもたちはそれが

嫌だと。さっさと食べて、さっさと休憩し

たいというか、遊びたいというか、親交を

深めたいというか、そういう意見もあった

よというふうにその当時は聞いたもので、

それもそうかなという感じもあります。 

  ただ、光風台小学校の学校だよりとかに

もですけれども、本校の食育と給食につい

てという特集が載っておりまして、やっぱ

り小学校時代はですね、ごめんなさい、中

学校で取り組んでないと言ってるわけじゃ

ない、ごめんなさいね。だから、小学校時

代はもうすごく気を配ってされてるわけで、

それがデリバリーになって、子どもたちの

残す、残さないは自由になってるというか。

もちろんそれはそれでいいんですけど、や

っぱり自主的に食べていただけるように、

食育もされてるとおっしゃいますけど、食

べるということ、それから食べる文化とい

うことについて、また話し合う機会という

のも持っていただきたいなと思いますし。

また食べやすい給食のメニューも考えてい

ただける、また温め直すという方法も、親

子方式よりは、まだ費用が要らないんでは

ないかと思ってはしまうんで――済みませ

ん、調査もしないで言ってるわけで、ごめ

んなさい――なので、またそういう方法も

考えていただきたいなと思います。また質

問させていただきます。 
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  では次に移らせていただきますけど、中

学校の統合についてでございます。 

  先日、ユーベルホールで行われました豊

能音楽祭に伺ってまいりまして、ゲストと

して吉川中学校と東能勢中学校の生徒の皆

さんが一緒に吹奏楽を披露する場というの

を私拝見いたしました。それぞれの中学生

の方がその場で、各１人ずつの生徒さんが

司会者さんに呼ばれまして、インタビュー

を受けてらっしゃったんです。その中で、

東能勢中学校の生徒さんがこんなことをお

っしゃってまして、こんな――というのは、

ユーベルホールはほとんど満席だったんで

すよ。私も行かせてもうたら、空席見つけ

るのが難しいぐらい満席の状態のユーベル

ホールのお客様の前で、舞台の上で、たく

さんの仲間と演奏したという、こういう機

会です――こんな機会を最初で最後ってお

っしゃったんです。もうそれ聞いて涙が出

てきまして、最初で最後って何てことをお

っしゃるんだろう思いながら。でもやっぱ

りその生徒はね、きっとそういう気持ちだ

ったんですね、多分２校で一緒になってク

ラブをした経験というのもありましたし、

またその満場のお客様の前で演奏を聞いて

もらえたという、演奏者の喜びというんで

すか。そういうのを聞いて、すごく感動い

たしまして、何というのか、要するに東能

勢中学校って、私の子どもが行ってたとき、

３０の娘が行ったときは４クラスあったわ

けです。２６の息子のときは３クラスと、

もう年々減ってるんです。議員になりまし

て、中学校の入学式に臨席させてもらった

ときに、えっ、みたいな。大体減ってるよ

というのは聞いてたんです、近所のお子さ

んがお茶習いに来てくれたりというときも、

もう１クラスになってんよという話も聞い

てました。でも、何というのかな、本当に

減ってるなというのはあります。 

  そして、減ってるから悪いかっていうと、

そうでもないというのもよくわかってます。

東能勢中学校の学校だよりに紹介されてお

りまして、全国学力テストの結果が紹介さ

れておりまして、本校の３年生が３年前に

受けた全国学力・学習状況調査の平均正答

率を１といたしますと、今回の結果を見る

と、国語のＡは1.２、国語のＢは1.３、数

学Ａは1.２３、数学Ｂに至っては1.６とな

りましたと、要するにこの３年間でとても

学力は上がっているよということで、この

ことは、ここにも紹介されております。大

阪府下全体では小学校のときより中学校に

なって下がっているのに対して、本校では

上がっている。学力が伸びたという結果に

なっていると紹介されております。 

  ですから、まんざらいけないこともない

というのはわかっておるんです。それは

重々わかっておりながら、だから現体制を

否定するつもりはないんですけど、よりよ

い環境を私たちが子どもたちに残していく

のは使命でありますので、ユーベルホール

の東能勢中学校の生徒さんの切実な思いを

受けまして、今進めてらっしゃるのは東西

に小中一貫校ということなんですけれども、

私、何回も申し上げます。東地区のお子さ

んは、幼稚園、あるいははっきり言ってこ

ども園ですと赤ちゃんのときから、同じメ

ンバーでずっと義務教育を行くわけなんで

すよ。そこの中にはやっぱりいい面もあり

ましょうし、片やそうではない面もあると

思います。人間関係の固着化ということを

昨日もおっしゃってましたよね。だから、

そういうので、そういう教育の機会、環境

をよりよいものにするには、私はやっぱり

中学校は１つ。小学校は、皆さんやっぱり

通っていけます、その間でいろんなことも

学びますので、やっぱり歩いて通うという

ことは大事だと思うので、小学校は今のま
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までいいかなとは思うんですけれども。私

は中学校は能勢のように、バスを動かして

でも１つにするべきではないかと思ってお

りまして、そのことでバスの送迎費の試算

は幾らですかと、前回聞きたかったのにそ

の部分を聞き逃しましたのでね、この場で

披露していただきたいのでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  前回、御質問がなかったということで、

試算したんですが、今回もう一度御質問い

ただきましたので、もう一回考え直しまし

た。東能勢中学校から吉川中学校に中学生

を移動させるスクールバスを考えたときに、

近隣の市でそういうスクールバスを走らせ

ているところありますので、そういうとこ

ろから経費を聞きまして算出したところ、

豊能町では４台必要かなというふうに考え

ております。４台のバスの購入費というこ

とで、まず最初にバス代が要りますので、

それが3,３６０万円ぐらいかかるかなと思

っております。毎年それにかかる運行経費

ということで経費がかかるんですけども、

登下校の送迎だけで、朝２便、それから夕

方は低学年、それから小学生、それからク

ラブ終わった子どもというふうなことを考

えると、３便か４便、夜、走らせないと。 

（発言する者あり） 

○教育次長（板倉 忠君） 

  ごめんなさい、間違いました。中学校の

定時で帰る子ども、それからクラブ終わっ

て帰る者ということを考えて、夕方３便走

らせると考えましたところ、1,５００万、

年間、運行費用がかかる。それは運行管理

業務委託という、近隣は運転手の方をそう

いう業務委託されてたり、また車両に係る

保険代、重量税等必要ということで1,５０

０万ぐらいかかるかなということで、導入

当時は、それを合わせますと4,８６０万が

初年度は要ると。その後は1,５００万程度

はかかるかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  もちろん教育委員会サイドだけでは考え

られない部分もあると思います。初期コス

トと、それから運営、それをランニングコ

ストっていうんですか、回すお金も要ると

いうことです。答申も受けて、考えてはい

らっしゃるんでしょうけども、そこの中に

は中学校を１つにという案はなかったんで

すよね。でもまるっきしそんな御意見がな

いのかと思えばそうでもなくて、親御さん

の中に、保護者の中にもそういう意見があ

るというのは聞いておりますし、その案も

一緒に考えるときに、あわせて考えていた

だきたいなと思います。また、教育総合会

議にも、財政面を受け持つ町長のお気持ち

も要ると思うんですけれども、一緒に考え

ていただきたいと思いますし、よりよい東

地区の子どもたち、また東地区の子どもた

ちのみならず、一緒に育つことによって西

地区の子どもたちにもある一定の学校規模

というのが保障されるわけなんです。そこ

でクラブ活動でありますとか、また人間関

係の切磋琢磨というのも育まれるわけで、

全町挙げてのいい効果にならないのかなと

私は思うんですよ。なので、その案もぜひ

その機会に一緒に考えていっていただきた

いなと思います。 

  それではあと４分になったわけで、もう

一つ残ってるんですけど、これはまた後に

しまして、それは今、ランニングコストと

初期コストでそのぐらいお金かかるとおっ

しゃいました。私、勉強会に行きますと、
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質問するなら財源を見つけてこいと、いい

ことばっかり言うなと先生に言われてます。

ほんとそのとおりやと思うんです。 

  その財源なんですけれども、ちょっとは

しょって一番最後のところになってるんで

すよ。高校生までの医療費助成というのを

豊能町では進めているところなんですよね。

これを池田町長の御決断でおやめになりま

して、このお金を今言った中学校を統合す

るためのお金へと、移行していただけない

かなというのが私の考えでございます。も

ちろん、今すぐオーケーという答えも出る

わけもないです。いいやという答えも出る

わけもないです。でも、池田町長、要する

に町長がかわると、以前残された町長の施

策というのは残っていくわけなんですよ。

その施策というのは、私たち議員もオーケ

ーしたから載ってるわけなんです、それは

私もその一端を担ってるのはわかってるん

ですけれども、私はこれ一生懸命反対した

んですけどね、ほかにも反対した議員もい

るんですよ。でも、載っかってしまってる

んですよね。今考えるときなんですよ。あ

るものをそのまま次へつなぐんではなく、

池田町長になったわけですから、やっぱり

考え直して、それはそれでいいということ

になったら、それは池田町長のお気持ちで

す。でも、やっぱりそういうこともトータ

ルに見て、ここのお金はこっちに使ったほ

うがいいんじゃないかとか、そういう大き

な目で教育委員会サイドのことも一緒に考

えていっていただきたいんです。 

  中には、人間関係が固着して困ってるお

子さんもいます。前も言いましたけれども、

中学は親が財力があれば私学へやるという

人もいるんです。親の財力で子どもの教育

機会均等というのが奪われるのは、私はと

てもよくないことだと思っておりますので、

できることだと思うんです。全くできない

ことではないと思うのでね、ぜひお考え合

わせいただきたいなというのが私の気持ち

であります。池田町長、いかがでございま

すか、それに向けてのお気持ちを。でも、

一言でもいただけたら、よろしくお願いい

たします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  池田町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  井川議員の御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

  全く同じことを言うて、私もおしかりを

受けました。１８歳までの医療費の無料化、

これは私は就学前、中学３年生終わりまで

でいいのではないかということで部長会

等々でお話をさせていただきました。しか

しながら、一昨年に決定したということで、

そう簡単にいくものではないといっておし

かり受けたわけでございますけれども、お

っしゃるとおりでございます。 

  この問題等々を踏まえまして、今、井川

議員の御質問に対しましては、いろいろと

これから先も問題がございます。統合につ

きましても、小学校の統合、あるいは中学

校の統合につきましても、地域の皆さんも、

それぞれにやはりその学校を卒業され、そ

れぞれの流れで今日まで豊能町内でお住ま

いになっておられる。いろんな意見がござ

いますので、十分に慎重に今後議論をいた

しまして、その結果をいい方向に向けて進

めてまいりたいと、このように思っており

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  まだ、町長のお椅子に座られてから、ほ

んとちょっとしかたってないけど、いろん
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なことを進めてらっしゃる池田町長に今の

私の気持ちも伝えました。教育委員会にも

そのことをお願いいたしまして、私の一般

質問は終わらせていただきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上で一般質問を終わります。 

  この際暫時休憩いたします。再開は１４

時といたします。 

（午後１時５０分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○議長（福岡邦彬君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２、第４３号議案から第５９号議

案までを議題といたします。これに対する

総括質疑を行います。質疑内容はそれぞれ

各常任委員会に付託いたしますので、大綱

のみお願いいたします。なお、御承知とは

思いますが、質疑は議題になっている事件

に対して行われるものでありますから、現

に議題になっていなければなりません。ま

た、議題に関係のないことを聞くことはで

きない、このように規定されておりますの

で、その点十分御協力いただけるようお願

い申し上げます。 

  それでは、第４３号議案から第５９号議

案までの１８件に対する質疑を行います。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  第５１号議案、一般会計補正予算の件の

防災無線のことで質問させていただきます。 

  まず、簡単にちょっと特徴をお聞きした

いんですけども、聞きたいのは、それぞれ

の地域、場所ごとに放送する、しないとい

うものは決めれるのかというところと、そ

の放送内容ですね、どこで誰が決めて流せ

るのかというところをお聞かせいただけま

すか。 

  それと、これを導入するに当たり、各自

治会の自主防災の組織等にヒアリング、ア

ンケート等はとられたのかというところと、

あと１点は、この防災無線は不審者の情報

発信等に使ったりもできるのかどうかとい

うところをお聞かせいただきたい。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、防災無線の特徴ということでござ

いますけども、今計画しておりますのは、

親局は役場に置くということで１局でござ

います。それから、中継局としましては、

天台山、東西を隔てておる山でございます

けども、その天台山に中継局を置くと。そ

れから、子局、これがいわゆる屋外スピー

カーでございますけども、その子局につき

ましては、東に１９局、西に１１局、合計

３０局の子局を置くというような計画を今

立てておるものでございます。 

  したがいまして、放送は親局でございま

す役場で行うということになるものでござ

いまして、地区別にできるかということで

ございますが、恐らく、詳しいシステム、

またあした常任委員会でもお答えしたいと

思いますけども、どの子局について放送す

るということは、当然できるものというふ

うに思っております。 

  それから、自主防のアンケートでござい

ますけども、今回は電波の伝搬調査、これ

をもとに全町的にどこまで聞こえるかと、

どこに配置すれば屋外スピーカーは有効に

声を伝搬するかと、これらのことを電波と

音声、両方の伝搬調査をして位置を決めた

というもので、自主防の皆様のアンケート

をとったというものではございません。 

  それから、不審者等の防災無線のほかの

使用方法でございますけども、それは当然

できるものと、必要の都度、この防災無線
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を活用してまいりたいというふうに思って

おります。 

○議長（福岡邦彬君） 

  永並 啓議員。 

○８番（永並 啓君） 

  子局というのは、自治会単位ぐらいであ

るのかどうか、再度確認させていただきた

いと思います。 

  それで、なぜ、そのする、しないを決め

れるかというのをお聞きしたかというと、

特に今、私は新光風台なんですけど、新光

風台では土砂災害の災害に対する住民の意

識というのが、危険地域と地域外で大きく

異なってくるんですね。やはりその地域に

選ばれてる、地域に入ってる人たちの意識

は非常にそういうふうなものが高いけども、

そうじゃない人はそれほど高くないという

ことで、我々自治会の中でも、それを案内、

例えば災害の警報というのは何時に発令さ

れるかなんてわからないですから、例えば

深夜だった場合とか、それを全住民に伝え

ていくのか、それともそういう危険地域に

なってる対象にだけ伝えていくのかという

のが非常な議論になってるんですよ。それ

で一部、いろいろスピーカーの内容とかを

聞いてると、そういった場所ごとにその放

送をする、しないも決めれたりとか、別に

危険地域でもないところには深夜だったら

放送しないということを選べたりとか、そ

れとか放送する内容もメールで選べて、そ

ういうのも放送することができるようなも

のもあるということも調べてわかっている

んで、どういったものをつけていくのかな

というところが気になったもんで、そこら

辺を質問させていただいたんです。 

  そして、今年度からそういう組織が各自

治会で立ち上がってるから、各組織もいろ

いろと議論してるんですよね。やっぱり避

難訓練を新光風台でしたときに、一番ネッ

クになったのが、どのように住民さんに警

報が出たことを伝えるかというところが非

常にネックになってて、実際、通常の連絡

網で回すと２時間ぐらいかかったところも

あるんですよ。そしたら、もう準備警報が

出て、最後のところに回ってきたときは警

報が解除されてたとか、そういったことが

あって、実際の訓練のときは直接個々に、

あるまとまりのところの班長というか、そ

ういうリーダー的なところにかけて連絡す

ることによって１０分程度で回すことがで

きたんですけど、こういう防災無線ができ

ると、そういった負担が一気になくなるの

かなと。その手間はなくて、その次の段階

から活動ができるのかなというところとか

もあるんで、やはりそういう組織が今年度

からつくられて、住民の皆さんもいろいろ

議論してるわけですから、こういったもの

がつきますよと、どういったニーズが、こ

ういうのがあればいいですよとか、そうい

ったのも聞く機会というのを設けてもいい

んじゃないかなというふうに感じた次第な

んです。だから、そこら辺はまたいろいろ

と議論していっていただけたらと思います

けど、そこら辺を頭に入れといていただけ

たらなと思います。 

  不審者の、いろんなものに活用すること

ができるということですけども、今想定し

ている活用方法というものは何があるか、

あればお聞かせいただけますか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、屋外スピーカーの位置のお尋ねで

ございますが、先ほど申し上げたとおり、

東は１９局で西が１１局という計画でござ

います。これ満遍なく各地域に広がってお

りまして、ここに置けば、各お宅にまで音
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声が届くというような位置となっておりま

す。 

  それから、どのようにその情報が伝わる

かが一番大事と、深夜のこともありますし、

暴風雨の時間帯もございますので、この屋

外スピーカー、性能は今よくなっておりま

すけども、やはり室内では聞こえにくいと

いう、そういう難点はございますので、今

考えておりますのは、土砂災害警戒区域に

は、今現在４００戸、お宅がございます。

その４００戸につきましては、戸別無線機

をつけまして、直接に、お宅の中でその音

声を聞いていただくということを考えてお

ります。 

  それから、不審者等の情報の放送でござ

いますけども、今想定しておるものは特に

ないわけでございますけども、今、永並議

員のおっしゃったような不審者情報、これ

は必要であれば放送しなければならないと

思っておりますし、そういう必要なもの、

危険な情報でございますとか、すぐに皆様

にお知らせしなければならないような情報

はこのシステムを使えばよいというふうに

考えております。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

  西岡義克議員。 

○１２番（西岡義克君） 

  まず、５５号議案ですけども、これは議

員の報酬及び費用弁償に関する条例という

ことで、これ、説明によりますと、人勧に

よってという話ですんやけども、人事院勧

告というのは、議員とか特別職は関係ない

んじゃないんですか、特別に。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  人勧の関係でございます。 

  今おっしゃったとおり、議員さん並びに

特別職の皆さん、これらについては人勧は

直接的には関係ございません。ただ、国に

おきましても、国会議員でございますとか、

内閣総理大臣等の特別職、また事務次官等

の指定職、これらも全て人事院勧告を一般

職に準じてということで実施なさるという

ことから、本町においても国に準じて、そ

れらの議員の方々、特別職についても人事

院勧告分を反映をしたいという提案でござ

います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１２番（西岡義克君） 

  今、議会のほうでは、特別委員会で定数

と報酬の件で、今まさに委員会をやってい

るというところなんですよね。ただ、たま

たまこれ１２月５日付で議員定数・報酬に

関するお願いみたいなものが一般のあれか

ら出てきてますんやけども、この中で、い

ろいろお願いということで出てきてる中で

ね、我々議員でやっぱり結果を出すべきや

と思うてるとこへ、こういうのが出てきて

るんで、そら委員会のほうで十分やってい

ただいたらええですけども、基本的にはね。

この人事院勧告というのは何かこれちょっ

と調べますと、給与勧告ということですよ

ね。給与勧告ということで、今答弁があり

ましたように、国家公務員の場合は人事院

が国会また内閣に対して給与を勧告すると。

地方公務員の場合は人事委員会というのが

あって、人事委員会のほうで各議会及び長

に対して勧告をすると。全くそれもない地

方自治体の場合は、要するにこれ、職員さ

んというのは、何というんですかね、労働

権のあれがなかったりするんで、まあまあ

十分にその辺も尊重して、人勧がない、そ

れで人事委員会がないということで、地方
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公務員法の中で、第１４条に定める情勢の

適応の原則にのっとって適切な措置をすべ

きというふうに書かれとるわけですね。

我々自身が今やってる中でね、別にそんな

こと言われんでも、きっちり我々はやらな

あかんと。 

  この、今の特別委員会で出てるのは非常

に財政が厳しいということで、議員が主体

的に何とかしようということで、今住民さ

んと説明会もしたりなんかしながら進めて

る中でね、こういうのが出てくるのは非常

に心外やなと、私は思ってます。 

  ただ、出てきたその趣旨はちょっとよう

わかりませんけども、それは委員会のほう

で十分やってほしいということですけども、

でも、今財政が非常に厳しいのでね、その

辺は基本的にやっぱりやっていかなあかん

の違うかなと思いますんで、委員会のほう

でもその辺を踏まえて、各委員さん、十分

に議論してほしいと思います。 

  それから、続いてよろしいですか。 

○議長（福岡邦彬君） 

  はい、どうぞ。 

○１２番（西岡義克君） 

  同じ関連の人勧の件ですけども、５６号

議案。この５６号議案は今、私もようわか

りませんねんけども、今申し上げた特別職

ですね、町長、副町長、教育長の期末手当

の支給月額の改正と。これね、僕もようわ

からんねんけど、人事院勧告がする場合に、

国は人事院、そして地方自治体は人事委員

会、それがないところは行政が、いわゆる

トップですわな、トップが職員のために十

分なことをしようということで検討するわ

けですけども、その、まあ言うたら主体的

なところは自分のあれを上げるというのを

出してくること自身が非常におかしいなと

いう気もするんですね。それと同時に、な

ぜ今そんなもんが出てくるのか、これ非常

に厳しい状況の中でね、何でこんなもんが

今ごろ出てくるのかなというのは、僕が非

常に不思議に思うんですけども。これはや

っぱり、町長は身の丈に合った行政運営と

いうことを今回の所信表明の中で言われて

おりまして、それで自分の件に関しては審

議会に諮るというようなことも所信表明で

言われております。 

  それで、この今私が言ってます５５、５

６、５７、５８に関しては、議運の日に出

てきたやつですね、これ。事前にこの案件

はもらってなかったと。そこでいきなり出

てきたなという感じもしてますんやけども、

ただそうは言いましても、委員会に付託さ

れるということで十分やってほしいんです

けども、私はこの人事院勧告の中に書いて

あるのは、いわゆる現状を十分把握して職

員のために勧告しなさいということなんで

すね。だから、内外の状況を把握して、上

げるか上げないのか。これ今みんなが思っ

てることは、ダイオキシンの問題もあるこ

とですし、今後未曽有の財源が必要なんで

すね、まだこれから。町長も思いがあって、

あれもしたい、これもしたいということも

あるわけです。その中でね、やっぱり身の

丈に合った人件費体系をつくって、やっぱ

り職員が頑張っとるから何とかしたらなあ

かんなというふうな形でやっていかなあか

んと私は思うんですけどね。 

  だから、これまでの言うて悪いですけど

も、去年もおととしもこれ上げてるんです

よ、人事院勧告で。私はそのときに、２７

年度のときは条件をつけて賛成討論しまし

た。いろいろ今後の職員の、やっぱり切磋

琢磨で町のために頑張ってもらうというこ

とで、いろんな対応をしてやってきました。

その事前の対応をしてね、それで上げてま

す。私もいろいろね、そのことを踏まえて

条件を出して２７年度は条件つきの賛成討
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論して賛成いたしました。そのときは上が

りました。 

  それから２８年、また出てきました。そ

のときは、その条件つきの対応は全くでき

てなかった。人事評価の件もそうです。や

っぱり頑張る職員にきちっと給料を上げる

ような形の制度をきちっとつくって、みそ

もかすも一緒にせんと、頑張ってる職員は

頑張ってるような、そういう給与体系を確

立してから出すべきじゃないですか。でな

いと、これまでどおり、人事院勧告やから

上げ上げと、それでは豊能町はなっていけ

へんの違うかなと。 

  だから、部課長もきちっと、職員に喜ん

でもらえるような給与体系をまず確立する

ことが先決ではないかなと。人事院勧告に

沿ってやったって、もし財源がおかしなっ

たって、国は別にお金は出してくれません

よ、補塡はしてくれませんよ。それは自己

責任、自己決定、自己責任のもとに地方自

治体は動くんですから。だから将来的なこ

とを考えたらね、今これがなぜ出てくるの

か、私はもう不思議でしゃあないです。 

  だから、基本的なことをきちっとやっぱ

り踏まえてやっていかなあかんと思うんで

すけども。なぜ、今これなのかいうのが、

私はよくわからないわけですけどね。だか

ら、その辺も十分踏まえてね、皆さんがや

っぱり我々の豊能町の郷土を愛する心と、

やっぱり町の将来を考えて、今人事体制、

人事体系、給与体系も、きちっとね、やっ

ぱりやらんとね、なれ合いで人事院勧告や

から上げと、それに対する財源の確保もき

ちっとできてるのか、そんなこともなしに

ね、軽々こういうことを案件で出してくる

こと自身も私はおかしいなと思っとるんで

すけど。 

○議長（福岡邦彬君） 

  意見じゃなしに質問してください。 

○１２番（西岡義克君） 

  じゃあ、質問させてもらいます。 

  今、なぜこれなのか教えてください。 

○議長（福岡邦彬君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  なぜ今かというようなお話でございます。 

  これもう議員おっしゃってるのは、財政

が厳しい折から、なぜ今かということとか、

人事評価についての制度の構築がまだでき

ていないのに、なぜ今かというような、そ

のような御質問だったのかなというふうに

思います。 

  なぜ今かについては、財政が苦しいでご

ざいますとか、そういうことは、そら一方

でございます。しかしながら、これまで本

町においては人事院勧告は尊重するという

ことでやってまいりましたので、下げると

きは下げるということでやってまいりまし

た。上げるときは上げる。何も上げるだけ

上げて、下げないということではなかった

ので、その点は御理解を願いたいというふ

うに思います。 

  また、それでなくても、本町においては、

既に給料カットをやっておりますし、管理

職手当のカットもやっております。人事院

勧告も実施をしないということになります

と、職員の士気にもかかわるというふうに

思っておりますし、今ちょうど採用試験を

終えたところでございますけども、そうい

う優秀な人材を得るというためにも、ほか

の市、ほかの町に負けない、そういう給与

体系はあるべきであるというふうにも思っ

ておりまして、優秀な人材を得るためにも、

人事院勧告はこれまでどおり完全実施をし

ていきたいというふうに思っておるところ

でございます。 

  それから、人事評価につきましてでござ
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いますけども、ことし４月から地方公務員

法で、今までの勤務評定と呼んでおりまし

たけども、人事評価というふうに呼び方が

変わっておりまして、全ての市町村、都道

府県で実施をしなさいというふうになって

おります。 

  本町においては、もう既に勤務評定とい

う形で、名前は違いますが導入をしており

ました。人事評価については、こうこうこ

ういうことをやりなさいということ決まっ

ておりますけども、それ全て本町の制度は

既に網羅ができておりますので、一から大

きな変更をしてやるという必要はない制度

となっております。 

  それから、給与への反映でございますけ

ども、これまでも御質問にお答えしてまい

りましたとおり、勤勉手当に反映をしてお

りますし、また定期昇給についても反映を

するということはしております。 

  ただ、これはできる職員、できない職員

ということで申し上げますと、できない職

員へのペナルティーという形で勤勉手当の

カット、定期昇給の停止などをやってきた

ということで、できる職員についてプラス

アルファということは、これまではまだし

てきていないわけでございますけども、議

員も御存じのとおり、今、給与に反映する

こと、これも法律で求められておりますの

で、今後はできる職員への反映の仕方、こ

れも考えていかなければならないという段

階になっておりまして、それについて検討

しているところでございます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  西岡義克議員。 

○１２番（西岡義克君） 

  今、部長がおっしゃったように、人事院

勧告に沿って上げたり下げたりしていくと

いう話でありますけども、もちろん、労働

権の範囲内でね、やっぱり保護していかな

ければならないし、職員がやる気を出すよ

うにしなければならないと思うんですけど

も、ただ、２７年度に人事院勧告でアップ

したと。だけど、ただ豊能町は豊能町でや

っていかな、検討せなあかん部分があると

思うんですよ。 

  今、部長が言うたように、職員のために、

いろいろ下げたり上げたり、それからこう

いうこともやってきましたという話がある

んですけども、ただ見えない部分が非常に

あると、特に今回のダイオキシンの問題が

出た中ではね、議員に対しても、非常にそ

の情報がなかったとか、それの対応が遅か

ったとか、そういうこともいろいろあるわ

けです。今後、その辺も踏まえて、豊能町

のためのやっぱり人事院勧告をやっていく

ように、十分各委員会の中で議論していた

だきたい、これを要望しておきます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第４３号議案から第５９号議案まではお

手元に配付しております付託表のとおり、

それぞれの常任委員会に付託の上、審査す

ることにいたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第４３号議案から第５９号議案

まではお手元に配付いたしております付託

表のとおり、それぞれの常任委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

  以上をもって、本日の日程は全部終了い

たします。 

  本日は、これをもって散会いたします。
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次回は、１２月１９日午後１時より会議を

開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時２７分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 

第４３号議案 職員の退職管理に関する条例制定の件 

第４４号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第４５号議案 職員の退職手当に関する条例改正の件 

第４６号議案 豊能町特別会計条例改正の件 

第４７号議案 豊能町税条例及び豊能町国民健康保険税条例改正の件 

第４８号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例改正の件 

第４９号議案 豊能町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び証人等 

       の実費弁償に関する条例改正の件 

第５０号議案 指定管理者の指定について 

第５１号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５２号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第５３号議案 平成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第 ９号認定 平成２８年度豊能町吉川財産区会計歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

第５４号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例改正の件 

第５５号議案 豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改 

       正の件 

第５６号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５７号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５８号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５９号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 
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  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 
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